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参考資料 
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参考資料２ 

22002255 年年度度前前期期  社社会会人人会会員員向向けけ交交流流・・研研究究会会  
「「ネネイイチチャャーーポポジジテティィブブにに向向けけててのの対対応応のの推推進進」」各各回回ププロロググララムム  

11..第第 11 回回    ネネイイチチャャーーポポジジテティィブブをを巡巡るる国国際際的的なな動動向向やや行行政政のの取取組組  
日時： 5 月 29 日（木） 17：30～ 19：25 
場所： Web 開催 
参加者： 参加者 19 名（参加登録者 20 名） 
     講師： 大澤隆文環境省自然環境局生物多様性主流化室総括補佐 （Web） 
     プロジェクトリーダー：西田貴明 京都産業大学教授 （対面） 
     同 サブリーダー：一ノ瀬友博 慶応大学教授 （Web） 
     CEIS 企画委員会委員長： 村上暁信 筑波大学教授 （Web） 
     CEIS 事務局 ： 荒井眞一常務理事、町田志奈 （対面） 
 
プログラム 

NNoo..  時時刻刻  項項目目  

1 17:30 開会  

2 17:30 挨拶  村上暁信 CEIS 企画委員会委員長  

3 17:35 
出席者紹介 プロジェクトリーダー、サブリーダー、講師、事務局   
参加登録者の自己紹介 （氏名、所属、期待すること等 20 秒／人程度） 

4 17:40 第 1 部 イントロダクション  西田貴明 リーダー 

    
説明 ① 交流・研究会の目的、進め方、②ネイチャーポジティブの意味、環境問題と
の関係、取組み、課題等の概観、質疑（プログラム等についての質問等）  

5 17:50 第 2 部 ネイチャーポジティブを巡る国際的な動向や行政の取組 
講師：大澤隆文環境省自然環境局生物多様性主流化室総括補佐（Web） 

    

進行：西田リーダー  
講演：60 分 
 生物多様性条約に基づく「昆明･モントリオール生物多様性枠組」、日本政府による
「第 6 次環境基本計画」、「生物多様性国家戦略 2023-2030」、地方自治体の対応等行
政による取組、「生物多様性民間参画ガイドライン」や「ネイチャーポジティブ経済
移行戦略」等を踏まえた民間企業等との協力等について 
質疑、ディスカッション：25 分、まとめ：西田リーダー 5 分 

6 19:20 事務連絡 

    講演に関するアンケート回答・送付、次回開催等案内 

7 19:25 閉会挨拶 一ノ瀬友博 サブリーダー 
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参考資料２ 

22002255 年年度度前前期期  社社会会人人会会員員向向けけ交交流流・・研研究究会会  
「「ネネイイチチャャーーポポジジテティィブブにに向向けけててのの対対応応のの推推進進」」各各回回ププロロググララムム  

11..第第 11 回回    ネネイイチチャャーーポポジジテティィブブをを巡巡るる国国際際的的なな動動向向やや行行政政のの取取組組  
日時： 5 月 29 日（木） 17：30～ 19：25 
場所： Web 開催 
参加者： 参加者 19 名（参加登録者 20 名） 
     講師： 大澤隆文環境省自然環境局生物多様性主流化室総括補佐 （Web） 
     プロジェクトリーダー：西田貴明 京都産業大学教授 （対面） 
     同 サブリーダー：一ノ瀬友博 慶応大学教授 （Web） 
     CEIS 企画委員会委員長： 村上暁信 筑波大学教授 （Web） 
     CEIS 事務局 ： 荒井眞一常務理事、町田志奈 （対面） 
 
プログラム 

NNoo..  時時刻刻  項項目目  

1 17:30 開会  

2 17:30 挨拶  村上暁信 CEIS 企画委員会委員長  

3 17:35 
出席者紹介 プロジェクトリーダー、サブリーダー、講師、事務局   
参加登録者の自己紹介 （氏名、所属、期待すること等 20 秒／人程度） 

4 17:40 第 1 部 イントロダクション  西田貴明 リーダー 

    
説明 ① 交流・研究会の目的、進め方、②ネイチャーポジティブの意味、環境問題と
の関係、取組み、課題等の概観、質疑（プログラム等についての質問等）  

5 17:50 第 2 部 ネイチャーポジティブを巡る国際的な動向や行政の取組 
講師：大澤隆文環境省自然環境局生物多様性主流化室総括補佐（Web） 

    

進行：西田リーダー  
講演：60 分 
 生物多様性条約に基づく「昆明･モントリオール生物多様性枠組」、日本政府による
「第 6 次環境基本計画」、「生物多様性国家戦略 2023-2030」、地方自治体の対応等行
政による取組、「生物多様性民間参画ガイドライン」や「ネイチャーポジティブ経済
移行戦略」等を踏まえた民間企業等との協力等について 
質疑、ディスカッション：25 分、まとめ：西田リーダー 5 分 

6 19:20 事務連絡 

    講演に関するアンケート回答・送付、次回開催等案内 

7 19:25 閉会挨拶 一ノ瀬友博 サブリーダー 
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参考資料１ 

 2025 年度前期社会人向け 交流・研究会 参加者名簿  
（五十音順） 

No. 氏名 所属等 
1 青木 玲子 株式会社環境管理センター 基盤整備･研究開発室 
2 井手 佳季子 株式会社ポリテック・エイディディ 
3 大塚 崚祐 （一社）環境情報科学センター 
4 奥村 浩気 滋賀県；滋賀県立大学大学院 
5 蒲 敏哉 岩手県立大学 
6 木村 真悠 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 
7 清野 未恵子 神戸大学大学院 
8 後藤 真太郎 立正大学 
9 嶋﨑 翼 アジア航測株式会社 
10 菅原 玲 石巻専修大学 
11 高田  秀之 東急不動産株式会社 
12 築島 明  
13 包 薩日娜 国立環境研究所 
14 藤平 慶太 株式会社国際社会経済研究所 
15 村井 秀樹 日本大学商学部 
16 吉川 圭子 環境省；千葉商科大学大学院政策研究科 
17 李 婉 東京大学附属演習林 

注：公募により参加者 20 名となったが、業務、健康等の理由により 3 名が途中辞退
となった。 
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参考資料２ 
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参加者： 参加者 19 名（参加登録者 20 名） 
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     CEIS 事務局 ： 荒井眞一常務理事、町田志奈 （対面） 
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進行：西田リーダー  
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政による取組、「生物多様性民間参画ガイドライン」や「ネイチャーポジティブ経済
移行戦略」等を踏まえた民間企業等との協力等について 
質疑、ディスカッション：25 分、まとめ：西田リーダー 5 分 

6 19:20 事務連絡 

    講演に関するアンケート回答・送付、次回開催等案内 

7 19:25 閉会挨拶 一ノ瀬友博 サブリーダー 
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専⾨︓自然地理学 
1993︓沖縄に行く、卒論開始、1999︓東京大学大学院理学系研究科地理学専攻修了、 
1999-2025 まで︓国立環境研究所、2005-2007︓ニューカレドニア フランス開発研究所
(IRD)で在外研究、2024-現在︓東京大学 
研究内容：サンゴ礁の 物理環境、造礁生物分布、地形形成史、リモートセンシング 気
候変動影響評価（データマイニング、モニタリング、将来予測）、保全計画（重要海域選定、
保護区配置、陸域負荷の低減） 
 
33..第第 33 回回  ネネイイチチャャーーポポジジテティィブブとと企企業業活活動動    
日時： 7 月 29 日（火） 17：30～ 19：00 
場所： CEIS ２F 大会議室 及び Web 開催 
参加者： 参加者 12 名 （内 対面出席者 3 名、参加登録者 18 名） 
  講師： 宮本育昌 株式会社 JINENN 代表取締役社長  （対面） 
  プロジェクトリーダー：西田貴明 京都産業大学教授 （対面） 
  同 サブリーダー：一ノ瀬友博 慶応大学教授 （Web） 
  CEIS 企画委員会委員長： 村上暁信 筑波大学教授 （Web） 
  CEIS 事務局 ： 荒井眞一常務理事、町田志奈 （対面） 
 
プログラム 

NNoo..  時時刻刻  項項目目  

1 17:30 開会  

2 17:30 挨拶、講師紹介  西田貴明 リーダー  

5 17:35 ネイチャーポジティブと企業活動 （規制、認証等情報開示の国際動向等を含む） 
講師 宮本育昌 株式会社 JINENN 代表取締役社長 （対面） 

    

進行：西田リーダー  
講演：60 分 
 ネイチャーポジティブの推進のためは、企業の本業において取り組むことが不可欠
である。そのためには、企業イニシアチブによる「ネイチャーポジティブ宣⾔」のよ
うな自主的な取り組みだけでなく、法規制や TNFD 等の経済的な観点からの情報開
示が求められている。この国際動向と、それに対する金融機関や民間企業の取組につ
いて紹介・議論する。 
質疑、ディスカッション：20 分、まとめ：西田リーダー 5 分 

6 19:00 事務連絡 

    講演に関するアンケート回答・送付案内、次回開催案内 
7 19:05 閉会 
※：閉会後、有志による 15～20 分程度懇談 
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専⾨︓自然地理学 
1993︓沖縄に行く、卒論開始、1999︓東京大学大学院理学系研究科地理学専攻修了、 
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参加者： 参加者 12 名 （内 対面出席者 3 名、参加登録者 18 名） 
  講師： 宮本育昌 株式会社 JINENN 代表取締役社長  （対面） 
  プロジェクトリーダー：西田貴明 京都産業大学教授 （対面） 
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2 17:30 挨拶、講師紹介  西田貴明 リーダー  

5 17:35 ネイチャーポジティブと企業活動 （規制、認証等情報開示の国際動向等を含む） 
講師 宮本育昌 株式会社 JINENN 代表取締役社長 （対面） 

    

進行：西田リーダー  
講演：60 分 
 ネイチャーポジティブの推進のためは、企業の本業において取り組むことが不可欠
である。そのためには、企業イニシアチブによる「ネイチャーポジティブ宣⾔」のよ
うな自主的な取り組みだけでなく、法規制や TNFD 等の経済的な観点からの情報開
示が求められている。この国際動向と、それに対する金融機関や民間企業の取組につ
いて紹介・議論する。 
質疑、ディスカッション：20 分、まとめ：西田リーダー 5 分 

6 19:00 事務連絡 

    講演に関するアンケート回答・送付案内、次回開催案内 
7 19:05 閉会 
※：閉会後、有志による 15～20 分程度懇談 
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講師プロフィル：大澤隆文 環境省自然環境局生物多様性主流化室総括補佐 

2007 年より、環境省や外務省で、国立公園の保全管理、外来種対策、生物多様性条約な
どを担当したほか、ダルハウジー大学（カナダ）では気候変動対策や自然保護関連の研究
を、実践女子大学では環境科学の講義を通じた教育をする等、学際的活動も展開。2024 年
7 月より企業・ビジネス等における生物多様性の主流化を担当。 
 
22..第第 22 回回  ネネイイチチャャーーポポジジテティィブブにに向向けけててのの生生物物多多様様性性やや生生態態系系ササーービビススのの評評価価やや将将来来  

予予測測  
日時： 6 月 17 日（火） 17：30～ 19：00 
場所： CEIS ２F 大会議室 及び Web 開催 
参加者： 参加者 17 名（内 対面出席者 6 名、参加登録者 19 名 ） 
  講師： 山野 博哉 東京大学理学系研究科教授兼国立環境研究所上級主席研究員  

（対面） 
プロジェクトリーダー：西田貴明 京都産業大学教授 （対面） 

  CEIS 企画委員会委員長： 村上暁信 筑波大学教授 （Web） 
  CEIS 事務局 ： 荒井眞一常務理事、町田志奈 （対面） 
 
プログラム 

NNoo..  時時刻刻  項項目目  

1 17:30 開会  

2 17:30 挨拶、講師紹介  西田貴明 リーダー  

5 17:35 
ネイチャーポジティブに向けての生物多様性や生態系サービスの評価や将来予測 
   山野 博哉 東京大学理学系研究科教授兼国立環境研究所上級主席研究員 
（対面） 

    

進行：西田リーダー  
講演：60 分 
 IPBES、日本の生物多様性評価や将来予測と、科学的に見たネイチャーポジティブ
達成のためのモニタリングや対策について 
質疑、ディスカッション：20 分、まとめ：西田リーダー 5 分 

6 19:00 事務連絡 

    講演に関するアンケート回答・送付案内、次回開催案内 
7 19:05 閉会 
※：閉会後、有志による 15～20 分程度懇談 
講師プロフィール： 山野博哉 国立環境研究所生物多様性領域、東京大学地球惑星科学 

専攻 
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プログラム 

NNoo..  時時刻刻  項項目目  

1 17:30 開会  

2 17:30 挨拶、講師紹介  西田貴明 リーダー  

5 17:35 ネイチャーポジティブと企業活動 （規制、認証等情報開示の国際動向等を含む） 
講師 宮本育昌 株式会社 JINENN 代表取締役社長 （対面） 

    

進行：西田リーダー  
講演：60 分 
 ネイチャーポジティブの推進のためは、企業の本業において取り組むことが不可欠
である。そのためには、企業イニシアチブによる「ネイチャーポジティブ宣⾔」のよ
うな自主的な取り組みだけでなく、法規制や TNFD 等の経済的な観点からの情報開
示が求められている。この国際動向と、それに対する金融機関や民間企業の取組につ
いて紹介・議論する。 
質疑、ディスカッション：20 分、まとめ：西田リーダー 5 分 

6 19:00 事務連絡 

    講演に関するアンケート回答・送付案内、次回開催案内 
7 19:05 閉会 
※：閉会後、有志による 15～20 分程度懇談 
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プログラム 
NNoo..  時時刻刻  項項目目※※１１  

1 17:30 開会  
2 17:35 挨拶、講師紹介  西田貴明 リーダー  

3 17:35 

企業での取り組み事例の紹介と全体とりまとめについて（仮題） 
第 1 部 講演：ネイチャーポジティブに関する先進的な企業の取組の具体例等の紹介 
講師：金子 野吾 デロイト トーマツリスクアドバイザリー合同会社マネージャー（ス
トラテジックリスク＆サステナビリティ）（対面） 
進行：西田リーダー 講演 30 分 
 先進的な企業の取組の具体例等を、デロイトトーマツグループの「TNFD 企業戦
略」やオファリングを踏まえて紹介し、導入の促進策や課題等について議論 
質疑、ディスカッション：(10 分) 
第 2 部 講演：グリーンインフラの導入によるネイチャーポジティブの推進  
講師： 西田貴明 京都産業大学教授 （対面） 
グリーンインフラについてネイチャーポジティブの観点から評価し、その推進のため
の課題等について紹介（15 分）  
質疑、ディスカッション： (5 分)  
講義全般の議論 （10 分） 
第 3 部 取りまとめについて （事務局） 

全体議論：10 分 
今後の進め方について 議論 15 分  
まとめ：西田リーダー、一ノ瀬サブリーダー、 5 分 

4 19:20 事務連絡 

    講演に関するアンケート回答・送付、今後のスケジュール等について案内、懇談会の
開催案内 

5※２ 19:25 閉会挨拶 村上暁信 企画委員会委員長 
※1:当初予定していた参加者の所属企業の状況等の報告 については、報告希望者がいな
かったため中止となった。 
注２：所用のため、懇談会から出席 
 
 
講師プロフィル： 
金子野吾 デロイト トーマツリスクアドバイザリー合同会社マネージャー（ストラテジック
リスク＆サステナビリティ） 
■ 長周期の気候変動解析、植物・植林分野の専⾨知見とメーカーでの調達業務経験、海
外子会社での経営職経験を有し、豪州・東南アジアで FSC 認証や環境団体とのエンゲージ
メント業務に従事 
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プログラム 
NNoo..  時時刻刻  項項目目※※１１  

1 17:30 開会  
2 17:35 挨拶、講師紹介  西田貴明 リーダー  

3 17:35 

企業での取り組み事例の紹介と全体とりまとめについて（仮題） 
第 1 部 講演：ネイチャーポジティブに関する先進的な企業の取組の具体例等の紹介 
講師：金子 野吾 デロイト トーマツリスクアドバイザリー合同会社マネージャー（ス
トラテジックリスク＆サステナビリティ）（対面） 
進行：西田リーダー 講演 30 分 
 先進的な企業の取組の具体例等を、デロイトトーマツグループの「TNFD 企業戦
略」やオファリングを踏まえて紹介し、導入の促進策や課題等について議論 
質疑、ディスカッション：(10 分) 
第 2 部 講演：グリーンインフラの導入によるネイチャーポジティブの推進  
講師： 西田貴明 京都産業大学教授 （対面） 
グリーンインフラについてネイチャーポジティブの観点から評価し、その推進のため
の課題等について紹介（15 分）  
質疑、ディスカッション： (5 分)  
講義全般の議論 （10 分） 
第 3 部 取りまとめについて （事務局） 

全体議論：10 分 
今後の進め方について 議論 15 分  
まとめ：西田リーダー、一ノ瀬サブリーダー、 5 分 

4 19:20 事務連絡 

    講演に関するアンケート回答・送付、今後のスケジュール等について案内、懇談会の
開催案内 

5※２ 19:25 閉会挨拶 村上暁信 企画委員会委員長 
※1:当初予定していた参加者の所属企業の状況等の報告 については、報告希望者がいな
かったため中止となった。 
注２：所用のため、懇談会から出席 
 
 
講師プロフィル： 
金子野吾 デロイト トーマツリスクアドバイザリー合同会社マネージャー（ストラテジック
リスク＆サステナビリティ） 
■ 長周期の気候変動解析、植物・植林分野の専⾨知見とメーカーでの調達業務経験、海
外子会社での経営職経験を有し、豪州・東南アジアで FSC 認証や環境団体とのエンゲージ
メント業務に従事 
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講師プロフィル：宮本育昌 株式会社 JINENN 代表取締役社長  
・メーカー本社サステナビリティ部⾨での 13 年強の経験と、33 年強の NGO 活動経験を
活かし、2021 年 3 月に個人事業主(屋号 JINENN)として独立。2023 年 1 月に株式会社
JINENN 設立 代表取締役就任 
・現在、企業・業界団体・研究機関・NGO に対して、生物多様性保全・気候危機対策な
どの環境課題や関連する社会課題についての国際動向調査およびその対策に関するアドバ
イザリーを提供している。 
・また、グリーンボンド・トランジションファイナンスなどのサステナブルファイナンス
検証業務にも従事している。" 
株式会社 JINENN HP 参照 
https://www.jinenn.org/%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E8%80%85%E7%B5%8C%E6%A
D%B4 
 
44..第第 44 回回  ネネイイチチャャーーポポジジテティィブブにに関関すするる先先進進的的なな企企業業のの取取組組のの具具体体例例等等のの紹紹介介等等  
日時： 9 月 17 日（火） 17：30～ 19：00 
場所： CEIS ２F 大会議室 及び Web 開催 
参加者： 参加者 13 名（（内 対面出席 6 名、参加登録者 17 名） 
  講師： 金子 野吾 デロイト トーマツリスクアドバイザリー合同会社マネージャー  

（対面） 
  講師：（プロジェクトリーダー）西田貴明 京都産業大学教授 （対面） 
    プロジェクトサブリーダー：一ノ瀬友博 慶応大学教授 （対面） 
    CEIS 企画委員会委員長： 村上暁信 筑波大学教授 （対面） 
    CEIS 事務局 ： 荒井眞一常務理事、石丸泰事務局長、町田志奈 （対面） 
※：終了後、懇談会を開催（19:15～20:15 目途） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5151

51 

 

プログラム 
NNoo..  時時刻刻  項項目目※※１１  

1 17:30 開会  
2 17:35 挨拶、講師紹介  西田貴明 リーダー  

3 17:35 

企業での取り組み事例の紹介と全体とりまとめについて（仮題） 
第 1 部 講演：ネイチャーポジティブに関する先進的な企業の取組の具体例等の紹介 
講師：金子 野吾 デロイト トーマツリスクアドバイザリー合同会社マネージャー（ス
トラテジックリスク＆サステナビリティ）（対面） 
進行：西田リーダー 講演 30 分 
 先進的な企業の取組の具体例等を、デロイトトーマツグループの「TNFD 企業戦
略」やオファリングを踏まえて紹介し、導入の促進策や課題等について議論 
質疑、ディスカッション：(10 分) 
第 2 部 講演：グリーンインフラの導入によるネイチャーポジティブの推進  
講師： 西田貴明 京都産業大学教授 （対面） 
グリーンインフラについてネイチャーポジティブの観点から評価し、その推進のため
の課題等について紹介（15 分）  
質疑、ディスカッション： (5 分)  
講義全般の議論 （10 分） 
第 3 部 取りまとめについて （事務局） 

全体議論：10 分 
今後の進め方について 議論 15 分  
まとめ：西田リーダー、一ノ瀬サブリーダー、 5 分 

4 19:20 事務連絡 

    講演に関するアンケート回答・送付、今後のスケジュール等について案内、懇談会の
開催案内 

5※２ 19:25 閉会挨拶 村上暁信 企画委員会委員長 
※1:当初予定していた参加者の所属企業の状況等の報告 については、報告希望者がいな
かったため中止となった。 
注２：所用のため、懇談会から出席 
 
 
講師プロフィル： 
金子野吾 デロイト トーマツリスクアドバイザリー合同会社マネージャー（ストラテジック
リスク＆サステナビリティ） 
■ 長周期の気候変動解析、植物・植林分野の専⾨知見とメーカーでの調達業務経験、海
外子会社での経営職経験を有し、豪州・東南アジアで FSC 認証や環境団体とのエンゲージ
メント業務に従事 
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■ 気候変動関連・生物多様性関連・サステナブル調達・サステナブル経営推進のアドバ
イザリーを主に提供中 
主なプロジェクト実績 
・自動車部品業界における TNFD 対応、人権 DD、欧州原料規制対応支援 
・消費財メーカーにおけるシナリオ分析を含む TNFD 対応、TCFD 統合開示支援 
・金融機関等における TCFD シナリオ分析の実施、カーボンニュートラル目標設定支援 
・電気機械業界における TCFD 対応の実施支援等多数 
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ネイチャーポジティブをめぐる国際的な動向や行政の取組

2025年５月29日
環境省 自然環境局

生物多様性主流化室 大澤 隆文

ご利用はコチラ→→

2

生物多様性主流化室の自己紹介 Office for Mainstreaming Biodiversity

日常生活や事業活動の中で、
・生物多様性に配慮すること
・生物多様性を損なうような行動を取らないこと
の “当たり前” 化を目指す。

 企業行動の変容

 マルチセクター連携

 自治体、NPO等との協業

 消費者行動の変容

 ABS（遺伝資源に関するアクセスと利益配分）

TNFD, SBT4N, ISO, NPE戦略策定, G7ANPE…

J-GBF, 30by30アライアンス、自然共生サイトインセンティブ検討…

生物多様性保全推進支援事業、生物多様性自治体ネット…

森里川海プロジェクト、消費者行動変容実証事業…

ABS, DSI, BBNJ…

ネイチャーポジティブ経済の実現が必要

3

目次

 生物多様性条約、国内外の目標・計画

 30by30を核としたネイチャーポジティブ

 ネイチャーポジティブ経済

 民間企業等との協力（自然関連財務情報開示含む）

 ネイチャーポジティブを巡る最新の国際動向と課題

ネイチャーポジティブ（自然再興）とは

4

 「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」こと。
 「G7 2030年自然協約」や、生物多様性に関する新たな世界目標「昆明・モントリオール
生物多様性枠組」においてその考え方が掲げられるなど、生物多様性における重要な考え。

 経済界でもネイチャーポジティブを目指す動きが注目。

こんめい

ネイチャーポジティブ
生物多様性の損失を止め、
反転させる

出典「地球規模生物多様性概況第５版（GBO5）」 を基に作成

BAU（今までどおり）

プラネタリーバウンダリー

5

人類の活動は、地球の環境収容力
（プラネタリー・バウンダリー）

を超えつつある

地球の生物多様性の状況（種に注目）

第６の大量絶滅期ともいわれる
過去1000万年間の平均の少なくとも数十倍から数百倍で、さらに加速
1500年以降、人間活動の影響で少なくとも680 種の脊椎動物が絶滅
1980年以降、詳細調査された分類群のほぼ全ての種で絶滅リスクが増加

1500年以降の絶滅 1980年以降の生存種の減少

出典：IPBES地球規模評価報告書（2019）

6

53

参考資料3-1 第1回講演会 大澤講師 スライド
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7

生物多様性があることで、様々な恵みが得られ、生産性・適応力・強靭性が増す

生物多様性と自然資本、生態系サービス、価値の関係

すべての生物の間の変異性をいうものとし、
種内の多様性、
種間の多様性及び
生態系の多様性を含む。
【生物多様性条約（1992年採択、1993年発効）第２条】

生物多様性

生物多様性・自然資本

社会資本

経済

8

生物多様性、自然資本は、人類にとって、社会経済の基盤
不確実性の高い“変化の時代にこそ”必要なもの

生物多様性は人類の生存基盤

自然劣化の要因

（出典） 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書・政策決定者向け要約（抄訳）環境省IPBES
9

社会変革の必要性

地球の持続可能性の実現に向けては、
横断的な「社会変革（transformative change）」が必要

出典：IPBES 地球規模評価報告書（2019）

■「今までどおり」のシナリオでは、
生物多様性は損失し続ける

■2030年以降には生物多様性の純増加
につながる可能性がある

＝ネイチャーポジティブ

✓これまでの自然環境保全の取組
（生態系の保全・回復、汚染・外来種・乱獲対策等）

＋
✓様々な分野の連携

（気候変動対策、持続可能な食糧生産、消費と廃棄物削減等）

生物の多様性に関する条約（Convention on Biological Diversity）

11

■1992年 5月：ナイロビで採択。
翌月のリオサミットで署名開始。

1993年12月：発効。

■条約の目的
① 生物の多様性の保全
② その構成要素の持続可能な利用
③ 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分

■締約国：194か国、EU及びパレスチナ ＜米国は未締結＞

■生物多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な利用を行うための
国際的な枠組

■締約国の義務
・ 生物多様性国家戦略の策定
・ 国別報告書の提出

ラムサール条約
水鳥の生息地として
国際的に重要な湿地
1975年発効

ワシントン条約
絶滅のおそれのある野
生動植物の種の国際取
引（CITESｻｲﾃｽ）
1975年発効

特定の目的・対象

12

○生物多様性条約の下に定められた、
「遺伝資源の利用」による利益の公正・衡
平な配分（Acces and Benefit-
Sharing(ABS)）のための国際ルール
○2010年採択、2014年発効
 （2024年11月時点で、我が国含む140国及びEUが締結。）

議定書の概要

議定書が各国に求めていること
提供国：「提供国の同意」・「契約の締結」を遺伝資源取得の前提とする確実・明確・透明なルール策定（※）
利用国：自国で利用される遺伝資源が提供国法令を遵守して取得されたこととなるようなルール策定
その他：ABSCH（国際的な情報交換センター）への提供国法令・許可証情報掲載等 ※別段の決定を行う場合を除く

名古屋議定書について

（注）遺伝資源：有用な遺伝子を持つ動植物・微生物

※財務・文科・厚労・農水・経産・環境の共同告示

提
供
国 環境大臣 主務大臣

適法取得・利用状況
の報告

国際クリアリングハウス（議定書事務局の情報共有サイト）

報告の求め

国内の情報共有サイト

情報掲載
違反申立て
への協力

指導
助言

遺伝資源の取得者

適法に取得
した旨を周知

遺伝資源の取得

国内

遺伝資源の提供者・利用者
・公正・衡平な利益配分契約の締結
・利益の生物多様性の保全等への充当 等

遺伝資源利用の関連業界等
・契約条項のひな形
・行動規範・指針
・最良の実例等

作成・
利用促進

３．ABSに関する奨励規定

社会的情勢の変化等を勘案し、必要と認めると
きは、所要の措置を講ずる。

◆当面特段の措置を講じ ず。
２．提供国としての措置

◆ 遺伝資源の適法取得情報を確認し、国内外に周知
１．利用国としての措置
国内措置：ABS指針（2017年8月20日施行）

研究開発（医薬品、化粧
品、新品種の開発等）

遺伝資源の利用国遺伝資源の提供国

提供者

生物多様性の保全・
利用へ貢献 利益MATに基づく利益配分

提供国の同意（PIC）・
相互に合意する条件
（MAT）のもと、
研究開発目的で取得

利用者
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13

昆明・モントリオール生物多様性世界枠組と生物多様性国家戦略に向けた動き

13

生物多様性条約COP10
2010/10（愛知県名古屋市）

愛知目標（戦略計画2011-2020）採択 生物多様性国家戦略2012-2020（2012/9）

2010

2020

2021

2022

2023

ポスト
2020
生物多様性
枠組の検討
プロセス

地球規模生物多様性概況第５版（GBO5）(2020/9)

2012

2019

生物多様性国家戦略2023-2030閣議決定
（2023/3/31）

生物多様性条約COP15
2021/10（昆明）・2022/12（モントリオール）

昆明・モントリオール生物多様性枠組
の採択

30by30ロードマップ
公表（2022/4）

生物多様性及び生態系サービ
スの総合評価2021（JBO3）

(2021/3) 中央環境審議会
次期戦略の具体的な検討
第44回自然環境部会 2021/8
第１回小委員会 2021/11
第２回小委員会 2021/12
第３回小委員会 2022/１
第４回小委員会 2022/３
第５回小委員会 2022/７
第45回自然環境部会 2022/8
第６回小委員会 2023/１
パブリックコメント 2023/２
第７回小委員会 2023/３
第46回自然環境部会 2023/３
答申 2023/３

IPBES地球規模評価報告書（2019/5）

2015 パリ協定SDGs

国際的な動き 国内での動き
国
連
生
物
多
様
性
の
10
年

次期生物多様性国家戦略研究会
課題の洗い出しと方向性の提示
第１回（2020/1）

～第９回（2021/6）
研究会報告書（2021/７）

G7英サミット(2021/6) 
30by30目標のコミット

国家戦略最終評価(2021/1)

14

2050年ビジョン
自然と共生する世界

2030年ミッション ⇒ いわゆるネイチャーポジティブ
自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる

（ゴールB） 
持続可能な利用

（ゴールC）
遺伝資源へのアク
セスと利益配分

(ABS)

（ゴールA）
保全

（ゴールD）
実施手段の確保

1： 空間計画の設定
2： 自然再生
3： 30by30
4： 種・遺伝子の保全
5： 生物採取の適正化
6： 外来種対策
7： 汚染防止・削減
8： 気候変動対策

14： 生物多様性の主流化
15： ビジネスの影響評価・開示
16： 持続可能な消費
17： バイオセーフティー
18： 有害補助金の特定・見直し
19： 資金の動員
20： 能力構築、技術移転
21： 知識へのアクセス強化
22： 女性、若者及び先住民の

参画確保
23： ジェンダー平等の確保

9：野生種の持続可能な利用
10：農林漁業の持続的管理
11：自然の調節機能の活用
12：緑地親水空間の確保

(1) 生物多様性への脅威
を減らす

(3)ツールと解決策(2) 人々のニーズを満たす

13：遺伝資源へのアクセスと
利益配分(ABS)

昆明・モントリオール生物多様性枠組

2030年ターゲット2050年ゴール

生物多様性に関する新たな世界目標
2050年ビジョンは愛知目標から引き継がれた「自然と共生する世界」
 いわゆるネイチャーポジティブの実現が2030年ミッション

昆明・モントリオール生物多様性枠組

14

14.生物多様性の多様な価値を、政
策・方針、規制、計画、開発プロ
セス、貧困撲滅戦略、戦略的環境
アセスメント、環境インパクトア
セスメント及び必要に応じ国民勘
定に統合することを確保

15. 事業者（ビジネス）が、特に
大企業や金融機関等は確実に、生
物多様性に係るリスク、生物多様
性への依存や影響を評価・開示し、
持続可能な消費のために必要な情
報を提供するための措置を講じる

16.適切な情報により持続可能な消
費の選択を可能とし、食料廃棄の半
減、過剰消費の大幅な削減、廃棄物
発生の大幅削減等を通じて、グロー
バルフットプリントを削減

15

昆昆明明・・モモンントトリリオオーールル生生物物多多様様性性枠枠組組とと愛愛知知目目標標
表１．愛知目標及び昆明・モントリオール生物多様性枠組の構成比較
生物多様性戦略計画2011-2020及び愛知目標 昆明・モントリオール生物多様性枠組
前文 セクションA：背景
セクションⅠ：当該計画の根拠 セクションB：目的
セクションⅡ：ビジョン セクションC：枠組の実施についての考慮事項
セクションⅢ：ミッション セクションD：持続可能な開発のための2030アジェンダとの関係
セクションⅣ：戦略目標及び目標 セクションE：変化の理論
例）目標３：生物多様性に有害な奨励措置等を改廃 セクションF：2050年ビジョン及び2030年ミッション
例）目標４：持続可能な生産・消費のために行動 セクションG：2050年昆明・モントリオールゴール
例）目標５：自然生息地の損失速度を半減させ、ゼロに近づける 例）ゴールA：種の絶滅率及びリスクを1/10に削減
例）目標８：過剰栄養等による汚染を有害とならない水準まで抑制 例）ゴールD：年7,000億ドルの資金ギャップを徐々に縮小
例）目標９：侵略的外来種のうち優先度の高い種を制御、根絶 セクションH：2030年昆明・モントリオールターゲット
例）目標10：（2015年までに）気候変動等に脆弱な生態系について人

為的圧力を最小化
例）ターゲット２：劣化した生態系の30％を再生

例）目標11：陸地の17％、海洋の10％を保護地域等で保全 例）ターゲット３：陸地及び海洋の30％を保護地域等で保全管理
例）目標12：絶滅危惧種の絶滅及び減少を防止 例）ターゲット６：侵略的外来種の導入・定着率を50％削減
例）目標15：劣化した生態系の15％を回復させ、気候変動対策等に貢

献

例）ターゲット７：過剰な栄養素の環境中への流出や、農薬及び有害な

化学物質によるリスクを半減

例）目標16：遺伝資源のABSに係る名古屋議定書を国内実施
例）ターゲット８：自然を活用した解決策等を用いた緩和、適応、防災・

減災

例）目標20：資源（資金）動員を顕著に増加＊ 例）ターゲット13：遺伝資源やDSI等の利用から生じる利益の配分を促

進

セクションⅤ：実施、モニタリング、点検及び評価
例）ターゲット15：生物多様性に係るリスクや影響等を評価・開示する

よう、大企業等に求める

セクションⅥ：支援メカニズム
例）ターゲット17：バイオセーフティ措置やバイオテクノロジーによる利

益配分等の強化
例）ターゲット18：生物多様性に有害な補助金等を特定し、年5,000億
ドルを段階的に削減

＊、途上国向けの生物多様性関連の国際資金フローを世界全体で

2006-2010の年間資金の平均から2015年までに倍増させ、その水準

を2020年まで維持することや、資源のギャップを埋めるために国内に

おいても資源動員すること等が、COP12で決定された（環境省 2014）

例）ターゲット19：生物多様性のための資源（資金）を増やし、年2,000
億ドルを動員
セクションI：実施及び支援のメカニズムと実現条件
セクションJ：責任と透明性
セクションK：広報、教育、啓発及び理解

16

昆昆明明・・モモンントトリリオオーールル生生物物多多様様性性枠枠組組とと愛愛知知目目標標２２
表２．愛知目標及び昆明・モントリオール生物多様性枠組（KMGBF）の特徴・要素比較

愛知目標 昆明・モントリオール生物多様性枠組（KMGBF）
進捗状況評価になじむ目標設定（SMART)
目標の具体化（Specific） 保護地域等に係る目標等、数値要素

は４個（COP12で決定されたものを含
む）

30by30や資源（資金）動員に係る目標等、数値要素は計
10個

目標の計測可能化（Measurable） 進捗評価指標は2016年（COP13）で
「留意」という形で整理

進捗評価のためのヘッドライン指標等は2022年（COP15）
で大まかには合意（細部はCOP15以降も議論）

野心的な目標（Ambitious） （目標３：有害な奨励措置の改廃等は
結局殆ど達成できなかった）

30by30や資源（資金）動員に係る数値目標等

実現可能な目標（Realistic） 実施に必要な資源（資金）動員の具体
的目標は2014年（COP12）で合意

実施に必要な資源（資金）動員も含め目標が設定された

時限を明確化（Time-bound） 2020年（一部は2015年）までのター
ゲットを設定

2050年までのゴール及び2030年（一部は2025年）までの
ターゲットを設定

従来目標よりも重視された可能性がある要素の例
保護地域外の空間保全 目標11（OECM） ターゲット１（空間計画）、ターゲット３（OECM）
遺伝子（遺伝的多様性） 戦略目標C、目標13 ゴールA（遺伝的多様性・適応能力）、ターゲット４（遺伝的

多様性）、ターゲット17（バイオセーフティ）
海洋 目標10（海洋酸性化）、目標11（保

護地域等）
ターゲット１（空間計画）、ターゲット２（自然再生）、ターゲッ
ト３（保護地域等（特別にthe ocean にも言及））、ターゲッ
ト８（海洋酸性化）

土壌 - ターゲット11（土壌の健全性）
都市 （セクションⅥ：支援メカニズム） ターゲット12（都市緑地・親水空間）
ビジネス・民間企業 目標４（持続可能な生産・消費） ターゲット14（資金フロー）、ターゲット15（情報開示）、ター

ゲット19（民間資金投資）
人間の健康 目標14 セクションC（医薬への衡平なアクセス、ワンヘルスアプ

ローチ にも言及）、ターゲット５（病原体の異種間伝播リス
ク）、ターゲット12（都市緑地等による健康改善）

17

昆昆明明・・モモンントトリリオオーールル生生物物多多様様性性枠枠組組とと愛愛知知目目標標

出典元：博報堂HP（https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/news/corporate/2024/09/5009.html） 18

●「昆明･モントリオール生物多様性枠組」を踏まえ、世界に先駆けて策定した戦略（2023年3月閣議決定）
●「2030年ネイチャーポジティブの実現」に向け、主に下記のポイントを重視
・生物多様性損失と気候危機の「２つの危機」への統合的対応
・30by30目標の達成等の取組により健全な生態系を確保、自然の恵みを維持回復
・自然資本を守り活かす社会経済活動を含めた社会の根本的変革の推進

●戦略全体を一気通貫で整理し効果的に進捗管理することで、レビューメカニズムを強化

生物多様性国家戦略2023-2030の概要（2023年3月閣議決定）

55



56

企業活動に係る生物多様性をめぐる国内外の動き

2022

2023

2024

生物多様性に関する新たな国際目標 採択
ネイチャーポジティブ（2030年までに生物多様性の損失を止め反転させること）

生物多様性国家戦略 策定
TNFD 開示枠組みの最終版 公表

ネイチャーポジティブ経済移行戦略 策定
企業の自主的取組を認定する法律 成立

（自然関連財務情報開示タスクフォース）

20

目次

 生物多様性条約、国内外の目標・計画

 30by30を核としたネイチャーポジティブ

 ネイチャーポジティブ経済

 民間企業等との協力（自然関連財務情報開示含む）

 ネイチャーポジティブを巡る最新の国際動向と課題

国連生物多様性サミット

＜2020年９月の国連生物多様性サミットにおける各国からの発言の例＞

（仏・マクロン首相）保護地域30%の目標を推進。

（英・ジョンソン首相）世界の海洋の少なくとも30％を2030年までに保全する。気候資金を２倍に
し、500百万ポンドをブループラネットファンドとしてインドと同じサイズの海洋保護区を保全・再
生する。

（独・メルケル首相）毎年500万ユーロを世界中の生物多様性保全に提供してきた。新たに、保
護地域への資金措置として「レガシー・ランドスケープ基金」をに設置したい。

（加・トルドー首相）13億ドルを生物多様性に拠出、持続可能な開発と気候変動にも対応してい
る。使い捨てプラスチックをなくし、2025年までに25％、2030年までに30％の海洋を保全する。

※ 米国はサミットに参加せず（同国は生物多様性条約も締結していない）。

※ 日本からは小泉環境大臣が参加。

30by30ができた背景

144の研究に基づく、世界のあるべき海洋保護区の
カバー率（O’Leary et al. 2016）

22

これまで学術的に提案されてきたアイデアの例

・両生類・鳥類・ザリガニ類・哺乳類を保全する場合
に必要となる土地保全の割合は26～28％（
Butchart et al. 2015）。

・陸地生態系炭素量の75～90％を保全するには、
7.5～14.3％の土地を追加的に保全すべき（Larsen 
et al. 2015）。

・既往の144の研究をメタ解析によれば、過半数の
研究は「海洋の３割以上（平均値は37％）を保護す
べき」としている（O’Leary et al. 2016）。

・生態系サービスの発揮のため、各ランドスケープ
区画のうち、少なくとも20％は自然生息地として保
全が必要（Garibaldi et al. 2021）。

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/conl.12247

30by30ができた背景２

23

これまで複数の同志国グループが、陸地・海洋の30%を保全する目標案について、主張・
支持をしてきた；

・High Ambition Coalition（仏・コスタリカ主導。我が国も参画）：2030年までに世界の30％の空間（
注 陸地及び海洋を含む）を保護すべきと主張。

・持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベル・パネル（ノルウェー主導。我が国も参画）：
2030年までの海洋の30%の保護を目指す国際目標を支持。

・Global Ocean Alliance（英国主導）：2030年までに世界の海洋の30%を保全すべきと主張。

・The Blue Leaders（ベルギー主導）：2030年までに世界の海洋の30%を高度及び完全な形で保全
すべき（Highly and fully protected marine areas）と主張。

・EU：EU生物多様性戦略2030の中で、EUの陸地及び海洋の30%を法的に保護していくと宣誓。

※ポスト2020生物多様性枠組の対象に、国家管轄権外区域（公海及び深海底）を含むか又は国家管轄権
内区域のみとすべきかという論点が考えられた。

30by30ができた背景３

24

30by30目標（昆明モントリオール生物多様性枠組 ターゲット３）

・30by30ロードマップ公表
・自然共生サイト実証
・生物多様性COP15
・生物多様性国家戦略2023 
-2030の策定

保護地域の拡充（国立公園等の拡張等）

・自然共生サ
イト本格認定
開始

自民党2023.5提言
「2026年度までに500箇所以上」

・・2022.4 30by30アライアンス発足
953者参加（2025.3.5現在）
※ 半分以上が企業・金融機関

・2022.7 経済的インセンティブ等検討会開始

2023前期
122サイト認定
※うち６割が企業申請

2023後期
62サイト認定

2024前期
69サイト認定

24

2024後期
75サイト認定

→認定総数は328か所、合計面積は計9.3万ha
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以下のいずれかの価値を有すること

場

（１）公的機関等に生物多様性保全上の重要性が既に認められている場

（２）原生的な自然生態系が存する場

（３）里地里山といった二次的な自然環境に特徴的な生態系が存する場

（４）在来種を中心とした多様な動植物種からなる健全な生態系が成立し、生態系サービスを提供する場

（５）伝統工芸や伝統行事といった地域の伝統文化のために活用されている自然資源の場

種
（６）希少な動植物種が生息生育している場又は生息生育している可能性が高い場
（７）分布が限定されている、特異な環境へ依存するなど、その生態に特殊性のある種が生息生育

している場又は生息生育の可能性が高い場

機
能

（８）越冬、休息、繁殖、採餌、移動（渡り）など、動物の生活史にとって不可欠な場
（９）既存の保護地域又は認定地域に隣接する若しくはそれらを接続するなど、緩衝機能や連結性

を高める機能を有する場

「自然共生サイト」の認定基準
１．境界・名称に関する基準
２．ガバナンス・管理に関する基準（管理権限、管理措置）
３．生物多様性の価値に関する基準
４．管理による保全効果に関する基準（管理の有効性、モニタリングと評価）

「生物多様性の価値に関する基準案」の具体的内容

26

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の概要
2024.4.12成立、2025年４月１日施行

主なポイント
・手続きのワンストップ化
・場所ではなく場所に紐付く
活動を認定（＝質の元々良
い場所だけでなく、これか
ら質を上げていく活動も認
定対象）

新法に基づく
自然共生サイト
申請方法等は
ＨＰに掲載済み
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自然共生サイト認定等による地域の価値向上

・令和5（2023）年度から開始し、328件を認定
・半分以上が企業からの申請
・これまでは、任意の認定制度

自然共生サイト

■サントリー天然水の森（全国6カ所）
・サントリーHD（株）
では、水源涵養林の
管理で国内工場くみ
上げ量の2倍以上
の水を涵養
・ブランド化により「サン
トリー天然水」は売
上高は約2,000億
円（シェア50%)

■コウノトリ育む中筋の里地里山
（兵庫県豊岡市）
・兵庫県豊岡市では、コウ
ノトリ野生復帰をシンボ
ルに自然と共生する地
域づくりを推進
・コウノトリの重要な生息
環境である湿地の保全
活動や自然体験活動の
拠点を自然共生サイト
認定

※R６前期までに認定を受けたサイ
トのうち位置情報を公表している
場所（220カ所）を表示

0

200

400

600

2006 → 2024

512ha（作付面積の
約２割）まで増加

栽培方法 店頭販売価格（対一般比）
コウノトリ無農薬 2,180円/2kg（1.5倍）
コウノトリ減農薬 1,780円/2kg（1.2倍）
一般コシヒカリ 1,450円/2kg（1.0倍）

全国26カ所のうち一部を
自然共生サイト認定

地域生物多様性増進法に基づく認定制度を新たに開始
●農林水産省、国土交通省との共管により３大臣による認定
●認定サイトで生産された商品等に対する消費者の評価向上
●認定を受けた企業に対する投資家の評価向上
→地域の自然資本への企業の投資促進が期待

■熊本におけるNｂS※を活用したウォーターポジティブ（熊本県）

・国際的な半導体企業の進出等に伴う地下水
利用の増大もあり、豊富な地下水への影響が
懸念
・水資源の損失を食い止め、回復させる
「ウォーター・ポジティブ」実現のため、熊本で
普及が進む「雨庭」を活用し、流域のステーク
ホルダーを巻き込み水資源の責任ある管理を
目指し産官学が活動

※ 自然を活用した解決策
（Nature-based Solutions）

雨庭

H30年7月豪雨では、雨庭設置実験
により被害額は21.1億円抑制される
効果があると分析

（MS&ADグリーンレジリエンス レポート2024）

降雨シナリオ別実験
建物被害額

生物多様性見える化システムの機能概要
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活動状況・効果の見える化
• 自然共生サイトの活動・モニタリング記録
を登録可

• 各サイトの概要、アピールポイント、管理
計画等に加え、活動状況、生物情報、発揮
する生態系サービス等をダッシュボード
として可視化、モニタリング情報とあわせ
てオープンデータ化

活動支援ツール
• 生物多様性保全に係るガイドラインをカテゴリ
（生態系タイプ、目指す姿・目標、保全上の課題
等）やフリーワードで検索すると、関連するガイ
ドラインに簡単にアクセス可

• 申請予定地を地図上で選択すると、自然共生サ
イトの生物多様性の価値１～９に関する情報等
を取得でき、申請書のひな形を出力可

• 生物多様性情報（保護地域、自然共生サイト、
重要里地里山等の保全上効果的な場所）をグ
ルーピングした上で地図上に可視化

• 自治体ごとの保全目標とその現況をダッシュ
ボードとして可視化

• 自治体が保有する地域の保全上効果的な場所
も登録可

• 生物分布や、地域の生物種リストを検索可

保全上効果的な場所の見える化

◎ 生物多様性の見える化（マッピング、分析、活動支援等）機能

◎ 自然共生サイトのデータベース機能

生物多様性マップ

29

兵庫県北部の例

全国の保護地域、自然共生サイト、生物多様性保全上効果的な場所等が一目で分かる。

保護地域

自然共生サイト

生物多様性保全上
重要な里地里山
（重要里地里山）

巨樹・巨木林

生物多様性の観点から
重要度の高い湿地

（重要湿地）

ネイチャーポジティブの機会は、地域にこそ眠っている

地域価値の向上にも貢献
ネイチャーポジティブ経営が、地域の生物多様性の保全と地域課題の解決に寄与すること。特に開発行為等により自然
資本への負荷を及ぼす可能性がある場合には、負荷低減の取組等について、自主的な環境アセスメントも含め、地域住
民等との丁寧な対話を通じてトレードオフの回避やシナジーの創出を目指すこと。 （NP経済移行戦略）

例えば：
自然を活用した課題解決
NbS: Nature based Solutions
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那須野が原における企業等によるWP※の取組の経済価値評価とその面的展開①

WPな取組に関するロジックモデル(イメージ)

WPの概要
 「水の供給」は地域・企業の経営に欠かせない生態系サービスの一種。
上流と下流をつなぐネットワーク性も有しており、各種ステークホルダー
が連携して水資源の保全・持続可能な利用を推進する必要がある。

※ WPを「消費量を上回る水の供給による、持続的な水資源の利用」と整理

WPな取組の価値
WPな取組を「森林の人為的な整備及び保全」

「工場の排水浄化」等の９つ※※1に細分化し、取組
ごとに発生する価値のロジックモデル及び評価式
を整理した。

取組の価値は「企業にとっての価値」（資源効率
(原材料コストの削減等)等に寄与）と「社会的価
値」（豊かな生活の基本資材等に寄与）の2観
点で整理※2。

森林の人為的な整備等
草原・湿地の保全・再生

農地の確保等
工場の排水浄化

※1：正確には「森林の人為的な整備及び保全/林業生産活動等の産業を通じた森林整備」「草原・湿地の保全・再生」「農地の確保、農地の生産条件の維持及び向上」「工場の排水浄化」「水環境悪化の著しい河川・湖沼・水路等における浚渫・導水等による水質改善」「雨水貯留浸透施設の整備」「耕作や畜産等におけ
る、適正な施肥の実施、家畜排せつ物の適正な管理」「涵養能力等を保持する緑地等(グリーンインフラ)の保全・創出」「水の効率的な利用と有効利用」の9つと定義した
※2：経済的価値は「Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures September 2023」(TNFD)における機会の分類を基に「市場」「資本調達」「資源効率」「製品・サービス」「評判」の5つに、社会的価値は「生物多様性及び生態系サービスの総合評価報告書」(環境省)におけ
る生態系サービスと人間の福利の関係を基に「安全」「豊かな生活の基本資材」「健康」「良い社会的な絆」「選択と行動の自由」の5つに定義し整理した。なお、経済的価値、社会的価値に加えて存在価値(生態系等が存在していることそれ自体の価値)もあるが、社会的価値として整理した

湖沼等の水質改善
雨水貯留浸透施設の整備

適正な施肥の実施等
緑地等の保全・創出

水の効率的な利用と有効利用

洪水の防止による地域の
安全維持

気候変動の緩和による
人々の健康維持

森林がもたらす保健休養等の
享受

WPな取組※1 アウトカム(価値)

・・・

水質浄化による企業の
水質対策コストの低減

1

9つの取組に対して、
計185個のアウトカムを整理した

企業にとっての価値 社会的価値凡例)

2
3
4
5
6
7
8
9

地域(上流域)自然資本
(森林等)

涵養等

水利用状況等は、
流域全体の水量・水質に影響を及ぼす

企業 自治体 住民等

取水 排水
(上流)

(下流)

地域(下流域)
企業 自治体 住民等

取水 排水
水資源

10haでWP取組を実施した場合
の経済価値：4,025,000(円)

❶402,500(円)×❷事業面積(ha)

年間経済価値の評価式

森林の貯水効果を、同等の機能を有
する治水ダムに代替したと想定し、減

価償却費・維持費等から算出
（代替法）

貯
留
・
涵
養
機
能
の
維
持
向
上

適
正
・
有
効
利
用

の
促
進
等

那須野が原における企業等によるWP※の取組の経済価値評価とその面的展開②

那須野が原において、WPな取組※を実施した場合に新たに発生する価値/年を試算した結果、合計約1,200億円/年＋α と評価。
経済価値評価によって、新たに創出される多様な価値の見える化ができ、企業・自治体等が連携した地域主体のアライアンス発足や施策

展開等を通じて、企業のWPな取組のさらなる促進、企業・地域の双方の価値向上につなげることができる。

那須野が原におけるWPな取組の価値評価結果（合計）

※：①森林の保全(那須塩原市・大田原市の森林面積の7割(36,667ha)を整備・保全する取組)、②沼ツ原湿原、大沼園地、ヨシ沼園地の保全(沼ツ原湿原(10ha)、大沼園地(8ha)、ヨシ沼園地(6ha)を対象として人工管理を行う取組)、③平地林の保全(那須塩原市・大田原市の森林面積の3割(15,714ha)を整備・
保全する取組)、④越堀・寺子地区の農業用ため池の整備(越堀・寺子地区の農業用ため池(30か所、各2,500㎥の貯水量)のうち、5％の水量を保全し、かつT-N(全窒素)を0.35mg/L除去する取組)、⑤越堀・寺子地区の農地確保(越堀・寺子地区の面積のうち10％(150ha)の水田を対象とした休耕田の再生・水田の整
備を行う取組)、⑥域内企業の効率的な水利用(那須塩原市と大田原市の全事業所(8,061)が工業用水の1％の節水を行う(1事業所あたり年間12,976㎥の節水を行う)取組)、⑦域内企業の排水浄化(那須塩原市と大田原市の全事業所(8,061)において、窒素含有量の排水基準を3mg/L厳しく設定した取組)、⑧域内
企業のビオトープ造成(那須塩原市と大田原市の全事業所(8,061)において、1事業所あたり0.14haで森林整備、0.03haで草原・湿地整備を行う取組)の8つに設定

※1：社会的価値
※2：企業によっての価値

価値評価結果のうち、森林の保全による価値

※1：社会的価値
※2：企業によっての価値
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ネイチャーポジティブ経済移行戦略の位置づけ

生物多様性条約
○1993年に発効
○締約国数は194カ国とEU・パレスチナ
○条約の目的
１ 生物の多様性の保全
２ 生物多様性の構成要素の持続可能な利用
３ 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分

昆明・モントリオール生物多様性枠組(2022.12)
（生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された新たな世界目標）

生物多様性国家戦略2023-2030
（2023年3月31日閣議決定）※※

2030年ミッション
自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転
させるための緊急の行動をとる（＝いわゆるネイチャーポジティ
ブ）

※ 生物多様性条約第６条及び生物多様性基本法第
11条の規定に基づく、生物多様性の保全と持続可能
な利用に関する政府の基本的な計画

新世界目標を踏まえ、世界に先駆けて国家戦略を改定

「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」の策定（2024年3月29日公表）
基本戦略３を具体化 

ネイチャー
ポジティブ
経済の実現
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生物多様性国家戦略・基本戦略３「ネイチャーポジティブ経済の実現」を具体化。
企業にとって単なるコストアップではなく新しいビジネスチャンスでもあることを、３つのポイントで整理

②ネイチャーポジティブ経営への移行に当たって
企業が押えるべき要素

①企業の価値創造プロセスとビジネス機会の具体例

・脱炭素や資源循環、自然資本の活用等、様々な切り口か
らビジネス機会の創出が期待
→具体例と市場規模を提示

まずは足元
の負荷の低
減を

総体的な負荷
削減に向けた
一歩ずつの取
組も奨励

損失のスピ
ードダウン
の取組にも
価値

消費者ニーズの創出
・充足

地域価値の向上にも
貢献

経済活動の自然資本への依存とその損失は、明確なリスク。社会経済活動を持続可能とするためネイチャーポジティブ経営（自然資本の保全の
概念をマテリアリティとして位置づけた経営）への移行が必要。

不適切な水資源利用や化学物質の放出等の結果、株価の下落等の財務的損失を被った企業も生じている（出所：When the Bee Stings
（BloombergNEF2023）

・事業活動上のリスク・機会を特定し。
価値創造につなげるというプロセスを、企
業既に気候変動などの分野で実践
→ここに自然資本も組込み、TNFD等
の情報開示を通じた資金を呼び込み、
企業価値向上に結びつける

③国の施策によるバックアップネイチャーポジティブ経営への移行に伴う 企業の価値創造プロセスと対
応する国の施策）

ネイチャーポジティブ経済移行戦略～自然資本に立脚した企業価値の創造～

個々の企業がネイチャーポジティブ経営
に移行し、
バリューチェーンにおける負荷の最小化
と製品・サービスを通じた自然への貢献
の最大化が図られ、
そうした企業の取組を消費者や市場等
が評価する社会へと変化することを通じ、
自然への配慮や評価が組み込まれるとと
もに、行政や市民も含めた多様な主体
による取組があいまって、
資金の流れの変革等がなされた経済

ネイチャーポジティブ経済実現

令和６年３月
環境省

農林水産省
経済産業省
国土交通省

・消費者の行動変容に関するマーケットにおける検証
・TNFD等開示支援
・データ活用・事例共有等による目標設定支援・互助・協業プラットフォームの創設
・補助先に最低限行うべき環境負荷低減の取組の実践を義務化(クロスコンプライアンス等）
・DXの進展/科学的知見の充実/国際社会における適切な評価/消費者を含む取組機運醸成・維持 36

自然との不適切な関わりは財務的な影響も
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自然関連リスクの財務コスト
 BloombergNEFは、自然との不適切な関わりにより財務的損失を被った10社を紹介した。

参照：BloombergNEF 「When the Bee Stings  Counting the Cost of Nature-Rerated Risks」より作成

企業 サブセクター 内容 コスト
曝露リスク

物理的 移行
3M 特殊化学物質 2016年以降、同社の米国施設による有毒な過フッ素化物質

及びポリフッ素化物質（永久化学物質）の水路への放出。
少なくとも105億ドルの法的責任、解雇。 ✓

AAK 穀物及び油糧種子の
製粉

持続可能性の謳い文句に反する、インドネシアの保護区に違法
に作られた農園からのパームヤシ果実調達に関する報道。

新聞調査発表後24時間で株価5.5％下落。 ✓

Bernard Matthews 包装食品 不十分なバイオセキュリティ対策による、2007年の英国の施設
への鳥インフルエンザウイルス侵入。

2,000万ポンド（2,500万ドル）のブランド
価値の損失、解雇。 ✓ ✓

Chevron 石油・ガス開発及び
生産

絶滅の危機に瀕しているクジラの保護に向けた、メキシコ湾での
石油・ガス開発活動に対する訴訟への直面。

訴訟費用と開発の遅れにより、最大4,960
万ドルの収益が脅かされた。 ✓

CMA CGM コンテナ輸送 権限や適切な報告がない未処理のバラスト水排出による、侵略
的外来種の拡散。

罰金16万5,000ドル。 ✓

Formosa Plastics 基礎化学品及び総合
化学品

テキサス州の施設の排水管からの数十億個のプラスチックペレット
の水路排出。

5,000万ドルの和解金、94億ドルの工場建
設中止。 ✓

Freeport-McMoRan 金属・鉱業 -卑金属 インドネシアでの大量の鉱山廃棄物の適切な処理を怠ったことに
よる、水と森林の汚染。

CEO反応後の2日間で株価18％下落、
5,500万ドルの現地投資。 ✓

JBS 包装食品 - 食肉製
品

ブラジル・アマゾンの違法伐採地で飼育された牛を繰り返し調達。 罰金770万ドル、200億ドルの評価益を失う
可能性。 ✓

PG&E 送配電 送電線から散った火花の剪定されていない木の枝への引火によ
る、相次ぐカリフォルニア州での致命的な山火事。

2017年9月から2019年1月まで株価91％
下落、53億6,000万ドルの和解金。 ✓ ✓

Tesla 自動車 ベルリンの地下水減少地域でのギガファクトリー計画において、地
下水量管理が不十分であることに対する、地元からの訴訟。

裁判所提訴後24時間で株価3.1％下落、
57億ドルの施設遅延。 ✓ ✓

3838

事業活動は生物多様性の安定無しには成り立たない

 事業活動は国内外の「自然の恵み」に依存（直接的な原材料調達のみならず、生産・加工、商品・サービスの提供、輸送
など）。

 その分、生物多様性に大きな影響も与えている。
 他方、技術開発や製品・サービス等による市場の変革、生物多様性保全への貢献も可能。

出典：環境省「生物多様性民間参画事例集」を一部加工
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/guideline/jireisyu.pdf
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ネイチャーポジティブ経済への移行が生み出す新たなビジネスチャンスの例（NPE戦略参考資料集より）

出所）World Economic Forum (2020). The Future of Nature and Business,
を元に環境省が作成：

Enabling

Principal ：直接ネイチャーポジティブへの移行に関係するセクター
：移行において鍵となる活動を潜在的に支援できるセクター 40

考えられるビジネス機会

・モニタリング・センシング技術、それ
らデータのネットワーク化技術（バ
イオーム、天地人などのベンチャー企
業も含め数多く出ているが、鳥の
目・虫の目レベルをどう使い分ける
か/繋ぐか）

・環境負荷の評価・試験の技術
・自然資本の構成要素（水、土、
大気・・・）へのストック汚染を防ぐ
/浄化する技術

・自然資本の構成要素の使用量を
減らすための技術

・それら技術を、生き物の技術・知
恵を借りて開発（バイオミミク
リー）

（別目的の既存技術の転用例）
フタバ産業の農業事業agleaf®のレーザー除草ロボ、自立走行の実証を開始

資料提供：フタバ産業株式会社

事例：ネイチャーポジティブ×Techベンチャー

ネイチャーポジティブによる経済の実現に向けては、Techベ
ンチャーによる技術活用のブレイクスルーと事業成長が期待
され、以下２つの側面で進んでいる。

①ソリューションの提供
（例：環境移送の分野で、ニーズとシーズのインテグレー

ターとしてソリューションを提供）

②生態系の状態や構造から指針を提供
（例：ビックデータのAI解析により生態系の状態や構造

から分析やシミュレーションを提供）

自然資本は中長期に亘る公共財であり、ルール形成やファ
イナンスや人材側面、アジア等海外での展開の加速が、成
長のカギとなる。

ケーススタディ： ネイチャーポジティブ×テックべンチャー

参照：株式会社イノカ、株式会社シンク・ネイチャー、J-GBF ビジネスフォーラム、Forbes Japan特集
記事等より環境省が作成

（ネイチャーポジティブに挑戦するベンチャー例）
農業 ： 株式会社TOWING、エスペックミック株式会社、株式会社SynecO 他
林業 ： 株式会社GREEN FORESTERS、株式会社エーゼログループ 他
水産業： 株式会社イノカ、ウミトロン株式会社、株式会社フィッシュパス、ウニノミクス株式会社、

合同会社シーベジタブル 他
データ ： 株式会社シンク・ネイチャー、株式会社バイオーム、サグリ株式会社 等

技術の概要：データ分析
（シンク・ネイチャー）
陸海の数十万種のグローバルな生物
分布に基づく生物多様性指標や生態
学の研究者による精緻な分析力を強
みとして、企業のTNFD分析やネットゲ
インの評価、自治体向けのプランニング
などのデータ分析サービスを提供

技術の概要：環境移送技術
（イノカ）
海洋環境を自然に近いかたちで水槽
内に再現する独自の技術「環境移送
技術」をコアテクノロジーとして、海洋生
物に対する影響評価レポートの提供
サービスや、あらゆる事業者が水産資
源を活用した事業・研究を始められる
よう支援するサービス等を提供

ビジネス機会規模：5.8兆円/年
日本におけるNPE移行に伴うビジネス機会の増加額47兆円/年（2030年時点）

※に対し、仮にベンチャーの寄与が５％の場合。
※世界経済フォーラムの推計をもとに環境省推計。

（参考）環境系ベンチャーの時価総額
・ユーグレナ社(2005年創業）は、時価総額860億円（2024年3月1日現在）
・Beyond Meat社（植物ベースの代替肉を販売、米国）は1500億円（2023
年12月現在） 42

価値創造プロセスの実現に当たって押えておくべき要素（行動指針）

【要素１】まずは足元の負荷の低減を
取組に当たっては、いわゆる「ミティゲーション・ヒエラルキー 」の考え方に則り、まずは事業活動から自
然資本への負荷の回避・低減を十分に検討した上で、それに加えて自然資本にポジティブな影響を与える取組
を検討すること。

【要素２】総体的な負荷削減に向けた一歩ずつの取組も奨励
企業の事業活動全体からの負荷について、総体的な把握・削減を目指すこと。同時に、事業活動と自然との関
係を踏まえつつ、まずは事業の一部分から着手することも奨励されること。

【要素３】損失のスピードダウンの取組にも価値
自然資本に直接にポジティブな効果を生む取組でなくとも、自然資本への負荷の低減もネイチャーポジティブ
に資することから、各企業とそのバリューチェーンにおいて、負荷の最小化と製品・サービスを通じた自然へ
の貢献の最大化を同時に図ることにより、自然の回復力も含めたネイチャーポジティブの実現を目指すこと。

【要素４】消費者ニーズの創出・充足
消費者ニーズを適切に把握するとともにそうしたニーズを創出し、ネイチャーポジティブに資する製品・サー
ビスを市場に提供すること。

【要素５】地域価値の向上にも貢献
ネイチャーポジティブ経営が、地域の生物多様性の保全と地域課題の解決に寄与すること。特に開発行為等に
より自然資本への負荷を及ぼす可能性がある場合には、負荷低減の取組等について、自主的な環境アセスメン
トも含め、地域住民等との丁寧な対話を通じてトレードオフの回避やシナジーの創出を目指すこと。

 自然資本の保全の概念を取り込んだ企業の価値創造プロセスの実現に当たっては、いくつか押さえておくべき要素（行動指
針）がある。これらを満たすための企業のガバナンス改革が行われることで、投資家等から取組が評価されやすくなり、効果的
な価値創造が可能となる。
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目次

 生物多様性条約、国内外の目標・計画

 30by30を核としたネイチャーポジティブ

 ネイチャーポジティブ経済

 民間企業等との協力（自然関連財務情報開示含む）

 ネイチャーポジティブを巡る最新の国際動向と課題

44

TNFDの開発経緯

 2019年１月：世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で着想。
５月：G7環境大臣会合（フランス）において、タスクフォース立ち上げを呼びかけ。

 2020年７月：グローバル・キャノピー、国連開発計画（UNDP）、国連環境計画金融
                    イニシアチブ（UNEP FI）、WWFの4機関によりTNFD 非公式作業部会
                   （IWG）の結成を公表。（フランス政府と環境省での打合せ）
 2021年１月：マクロン大統領（フランス）による支持。

３月：TNFD Draft Technical Scope公表

 2021年６月：共同議長としてロンドン証券取引所グループ（LSEG）のDavid Craig氏と
                     CBD事務局のElizabeth Maruma Mrema氏の就任を表明し、

TNFDのローンチを宣言。
             ９月：TNFDのフレームワークを推進するタスクフォースとそれを支援するTNFD
                      フォーラムを立上げ（環境省も参加）
 2022年３月：フレームワークのベータ版0.1を公表
 2023年３月：フレームワークのベータ版0.4を公表
              4月：G7札幌環境大臣会合で、G7ネイチャーポジティブ経済アライアンスを設立
              6月：G7アライアンスにて、情報開示に関するディスカッション・ペーパを公開

９月: フレームワークのｖ1を公表

TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）v1.0
 進展する自然関連課題について組織が報告し行動するためのリスク管理と開示の枠組みを開発し、提供する
ため、国際的なイニシアティブ、 ”TNFD” （Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）が、
2021年に発足。

 2023年９月にTNFD最終提言v1.0が発行。 ビジネスによる自然関連課題（依存、インパクト、リ
スク、機会）と、それに対する企業の対応についてTCFDと整合した4つの柱（ガバナンス、戦略、
リスクとインパクトの管理、測定指標とターゲット）の開示を推奨。

 環境省は、TNFDに２年間で約50万ドル相当の拠出（直接・間接支援の合算）をすることを決定し
、2024年10月28日公表

 国際会計基準の設定主体であるIFRS財団（の国際サステナビリティ基準審議会ISSB）と覚書（
MoU）を締結し、協働していく旨を、2025年４月９日に公表

45資料：TNFD Websiteより環境省作成
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TNFD開示にコミットする日本企業数は世界で圧倒
的首位、 NP宣言数は１年間で600超へと急伸
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TNFDガイダンス各種

• Executive Summary of the TNFD 
Recommendations ✰

• Taskforce on Nature-related 
Financial Disclosures (TNFD) 
Recommendations ✰

• Getting started with adoption of the 
TNFD Recommendations ★

• Guidance on the identification and 
assessment of nature-related issues: 
the LEAP approach ★

• 13セクターのガイダンス
• 3セクターのガイダンスパブコメ中

（2025年4月4日まで）

• Guidance on biomes

• Guidance on scenario analysis 

• Guidance on 
engagement with 
Indigenous Peoples, 
Local Communities and 
affected stakeholders

【その他ガイダンス】
• Guidance on value chains ★
• Glossary ★
• Guidance for corporates on science-based targets for nature 

【ディスカッションペーパー】
• Discussion paper on nature transition plans
•  A roadmap for upgrading market access to decision-useful nature-related 

data
• Discussion paper on biodiversity footprinting approaches for financial 

institutions
• Discussion paper on conducting advanced scenario analysis
• Discussion paper on proposed sector disclosure metrics 
• Findings of a high-level scoping study exploring the case for a global 

nature-related public data facility
• Discussion paper on proposed approach to value chains
 
【サポート資料】
• Trainer handbook
• Responsible Use Guidelines
• Case study bank and user guide​

✰：TNFDにて翻訳済み、★：2024年度環境省事業にて翻訳

TNFD開示関係

直接操業

 建設セクターにおける主な依存
• 事業活動：建設業
• 下記の環境資産と生態系サービスに依存

 想定される自然関連の物理リスク（慢性）

依存
環境資産（自然の構成要素）
• 水資源
生態系サービス（自然の恵み）
• 水供給
• 水流調整 等

• 物理リスク（慢性）：気候変動や過剰な取水により水
循環が乱れ、水資源へのアクセスが妨げられることで、建
設作業が遅延する可能性がある。

• コンクリート打設後の養生用水の不足
• 杭工事、掘削工事における注水用の水不足
• 粉じん対策の散水の不可

 想定されるリスクに対する取り組み例
• 上記の自然関連のリスクに対して、下記の様な取り組み

が想定される。
• 水効率の測定
• 現場ごとの水管理計画の策定 等

リスクと取組の例：操業地域の水が減少した結果、操業の中断や水管理コスト増加などのリスクにより被害を受
けることが想定される

• 企業の事業活動は、数量や程度に違いはあるものの、水に依存しインパクトを与えている。
• 例えば、建築・不動産セクターは操業地域の水供給に依存しており、組織の活動、流域内の他者の活動、気候変動

の影響などにより、水の供給量および/または水質が低下する等によって事業の継続にリスクが発生する可能性がある。

施工時における水への依存 水不足による建設への影響・生態系の劣化
出所：TNFD「Draft sector guidance – Engineering, construction and real estate」（https://tnfd.global/publication/draft-sector-guidance-engineering-construction-and-

real-estate/#publication-content ）（2024年12月10日アクセス）より作成 48

環境や自然に関連する情報開示等と企業価値向上

 九州大学の藤井教授らの研究により、「環境に関する情報開示や保全取組が進んでいる企業ほど利益率や企業価値が上
昇している」ことが判明

 野村證券による分析で「TNFDに賛同する企業の株価パフォーマンスも良好に推移している」旨も判明

出典）NOMURA Global Markets Research2024年11月14日「ESG：生物多様性、どう対話に臨む？」（中川和哉）より引用：

出典）九州大学HPより引用：https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/1184
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TNFD 今後の動き～フェーズ１からフェーズ２ヘ

 2019年１月：世界経済フォー
ラム年次総会（ダボス会議）で
着想。

 2021年6月：ＴＮＦＤのローン
チを宣言

 2022年3月：フレームワークの
ベータ版0.1を公表

 2022年6月v0.2、11月v0.3、
2023年3月v0.4と開発され、 
2023年9月最終版が公表された。

 今後の優先課題
・追加ガイダンス（セクター別・バ

イオーム別）の作成
・その他の基準、報告イニシアティ

ブとの整合やインプット
・企業の開示の為のキャパビル支援
・データと分析の利用可能性と質
・シナリオ分析
・事例研究と開示事例 その他

グローバルな政策目標やグローバ
ルなサステナビリティ報告のベー
スラインとの整合性が重視され開
発が行なわれている。→ 50

TNFD 今後の動き～フェーズ１からフェーズ２ヘ

データの利用可能性とそのクオリティに課題
↓

自然関連のパブリックなグローバ
ルデータファシリティの設計と立
ち上げを推進

セクター別及びシナリ
オガイダンス等の開発

企業開示促進のための
キャパビル支援

各種イニシアティブとの
整合およびインプット

51

環境経営の枠組と新規枠組みの関係

環境マネジメントシステム（ISO14001, エコアクション21等）
・環境方針、体制 ・目的設定（優先順位付け）
・目標設定、施策・活動計画 ・情報開示、見直し

気候変動対策 生物多様性の保全

科学的目標設定（SBT）

財務情報開示（TCFD）

科学的目標設定（SBTs for Nature）

財務情報開示（TNFD）

 企業によるTNFD、SBT for Nature等への対応は、これまでの環境経営の
枠組みとの整合が重要

 企業において既に実施されている環境経営の枠組みの活用
 生物多様性に配慮した経営の高度化（国際的枠組の活用）

2015年年のの改改定定
・・生生物物多多様様性性にに関関すするる記記述述
・・「「組組織織がが環環境境にに与与ええるる影影響響」」にに「「環環境境がが企企業業にに与与ええるる影影響響」」をを追追加加

ISO
TC331

ISSBの設立と目的

IFRS財団監視委員会

IFRS財団評議員

IASB ISSB

公的説明責任

ガバナンス、
戦略と統治

独立した基準設定、
関連活動

IFRS
諮問
委員会

【組織体制】
（役割）

 国際会計基準の設定主体であるIFRS財団は、2021年11月、国際サステナビリティ基準を策
定するためにISSB（国際サステナビリティ基準審議会）を設立。公開草案によるパブリックコメン
トを経て、2023年6月末に最初のグローバルなサステナビリティ開示基準として全般的要求
事項（S1号）及び気候関連開示（S2号）を公表。

 国内では、2022年７月に財務会計基準機構（FASF）の下に正式に設立されたサステナビリ
ティ基準委員会（SSBJ）において、国際的な意見発信や、ISSBの基準を踏まえた国内基
準の検討を実施中。

出所：IFRS財団 HP、金融庁HP、SSBJ HPを基に環境省作成

設立経緯：IFRS財団の評議員会は2021年11月3日
COP26において、ISSB（国際サステナビリティ基準審
議会）の設立を発表

目的：企業のサステナビリティ開示の一貫性と、比較可能
性を向上させるため、気候変動リスク等のサステナビリティ
情報開示の国際基準策定を目指す

ISSBにおける次のアジェンダの議論

 ISSBでは、2024年以降の２年間におけるアジェンダの
優先度に関し、市場に対して広く「情報要請」を実施
（2023年9月1日締切済）。

 リサーチ・プロジェクトとして挙げられたのは以下４つ。
（１）生物多様性、生態系及び生態系サービス
（２）人的資本
（３）人権
（４）報告における統合プロジェクト

なお、本情報要請に関しては、G７広島サミットにおける首
脳コミュニケにおいて、「我々はまた、ISSBによる、その作業
計画の市中協議に沿った、生物多様性及び人的資本に
関する開示に係る将来の作業に期待する。」旨が盛り込
まれている。

ISSBにおける国際サステナビリティ基準の検討について

53

ISSBによる生物多様性、生態系及び生態系サービス（BEES）リサーチ・プロジェク
ト

 国際会計基準の設定主体であるIFRS財団は、2021年11月、国際サステナビリティ基
準を策定するためにISSB（国際サステナビリティ基準審議会）を設立

 2024年4月、ISSBは、生物多様性、生態系及び生態系サービス、及び人的資本に関
する2つのサステナビリティ関連リサーチ・プロジェクトをアジェンダに追加することを決定

 「BEES関連の企業開示の現状評価」と「BEES関連のリスク機会が企業の将来見通し
に与える影響」に関する調査結果を2025年中に公開する予定

リサーチ・プロジェクトの背景
 2024年4月、ISSBは市場において生物多様性・生態系・生態系サービス（BEES）の開示ニーズ
が高まっていることを受けリサーチ・プロジェクトを採択した

 BEESの変化は企業のリスク・機会に大きな影響を与えると認識される一方で、国際的に確立された
開示基準やツールが未整備であることから、既存のサステナビリティ会計基準審議会SASB
（Sustainability Accounting Standards Board）基準を補完し、財務情報開示の限界を評価・
定義するための新たなフレームワークの開発が求められていた

 こうした背景のもと、生物多様性、生態系及び生態系サービス、及び人的資本に関する2つのサステ
ナビリティ関連リサーチ・プロジェクトをアジェンダに追加することを決定した

BEESリサーチ・プロジェクトの現状
 2025年2月に開催されたISSBの会合では、「BEES関連の企業開示の現状評価」と「BEES関連の
リスク機会が企業の将来見通しに与える影響」に関する調査結果を2025年中に公開する予定である

 当会合では、BEES 関連の開示基準やフレームワークに関する基本的情報、各基準やフレームワー
クの特徴し、共通の開示要素、企業による開示状況について共有された

出所：ISSBを基に環境省作成（アクセス日：2025/03/07）
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自然の状態 ※
• 生きている地球指数（LPI）
• 生態系のレッドリスト
• 自然生態系の範囲
• レッドリスト指数
• 有効個体数が500を超える種の個体

数の割合
• 生物多様性を包含する空間計画に

覆われた陸と海の割合
• 保護区とOECMのカバー率
• 生物学的に持続可能な水準内の魚

類資源の割合
• 侵略的外来種の定着率

等

• STAR(レッドリストを活用）

自身の取組評価のための指標・ツールの戦略的活用

事業活動による自然への負荷量・影響量を測る代表的な指標・ツール
人間活動・企業活動

【例】
• 資源消費（生物資源、鉱物資

源）
• エネルギー消費
• 土地の改変
• 廃棄物の廃棄
• 排水・排気ガスの排出
• 製品・サービスの提供
• 植林活動
• 自然の回復活動
• （地域・業界等で）依存・影

響を開示している企業の数
• （ネイチャーポジティブに資

する）投融資等

等

負荷量のイニシャル指標

• カーボンフットプリント
（カーボン排出量の指標）

• ウオーターフットプリント
（水の消費に関する指標）

• ランドフットプリント
（土地の利用に関する指標）
• マテリアルフットプリント
（資源利用量に関する指標）

等
※ その他、各種影響項目の量や

濃度を直接活用する事例もあり。

自然への影響量を
包括的に測る指標

• エコロジカルフットプリント

• ライフサイクル影響評価 LCIA
(LIME、 IMPACT World+)

等

※ その他、各種影響項目の量や
濃度を直接活用する事例もあり。

※ CBD/COP/DEC/15/5 （19 December 2022）参照

 ネイチャーポジティブ経済への移行に向けた資金の流れの変革には、事業活動による自然への負荷・影響の把
握・開示を通じ、ステークホルダーが、企業のネイチャーポジティブに向けた取組を評価できるようにすること
が必要。

 評価ツールは数多くあるため、企業がその事業形態、目的等に合わせて選択できるよう、情報の整備が必要。
 事業活動における生物多様性・自然資本に関するリスクや機会を個別に特定するには、事業活動と自然との接点
における依存や負荷の関係を個々に評価することが必要

 一方で、企業がその事業活動と自然との関係を評価し、目標を設定して影響・負荷を包括的に下げていく観点から水、土壌など
自然を構成する要素のうち、自らの事業活動と密接に関連するものへの負荷量を測るイニシャル指標の活用や、自然への影
響量を包括的に測る指標の活用が有用。
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生物多様性に関する各種指標について

 企業活動と生物多様性に関する影響評価のための指標は、目的に応じて多様な指標が開発・活用されている。
 環境省｢生物多様性民間参画ガイドライン（第３版）｣（2023年４月）では、例えば下記のような指標を例とし

て掲載している。
カテゴリー 指標・ツール名 概要・特徴
生物多様性の影響評価（横断的） エコロジカルフットプリント フットプリントの可視化

LIME2, LIME3 LCIA影響の可視化
ENCORE リスクの可視化
GLOBIO 人間活動の環境への影響を陸上生物多様性で評価

生物多様性の影響評価（ローカ
ル）

IBAT （STARを含む） 生物多様性に関する地図情報を提供
WWF Biodiversity Risk Filter コモディティと場所に関するリスクの可視化

その他（水、森林など） FAO/ AQUASTAT 人口、水資源、水利用。灌漑の地理的データの可視化
TRACE 生産地と消費国を結ぶ森林リスクの可視化
WWF Water Risk Filter ポートフォリオレベルでの現在と将来の水リスクの可視化
WRI Aqueduct – Water Risk Atlas 事業者、投資家などのための水に関するリスク・機会の可視化

金融関係の指標 BFFIモデル 金融機関のための生物多様性フットプリントモデル
DNB Indebted to  Nature 生物多様性に関連する３つのリスク（物理的リスク、移行リスク、

評判リスク）の金融リスク換算
CISL Handbook for Nature-related 
Financial Risks

物理的リスク、移行リスク、責任リスク毎に事業会社に及ぼす影
響、その結果としての金融リスクの特定

環境省｢生物多様性民間参画ガイドライン（第３版）｣（2023年4月） 56

国際ルールメイキングの勝ち筋の検討・打ち込み TNFD*1の提言を受けて、日本では世界最多の134社が自然に関する財務情報の開示を宣言している一方、開示に取り組む企業にとっては、「指標」に何を
採用し、どのように算定評価するかという課題がある。

 PBAF*2は金融機関向けに生物多様性に関する定量分析の方法としてLCAの影響評価の積極的な活用を推奨しているものの、現状のLCA手法は、地域
解像度が低く、生態系サービスに関する評価が含まれていないなどの課題があり、TNFDの要求を満たすための改善が求められている。

*3 LIME(Life cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling)：日本発のライフサイクル影響評価手法*1 TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)：自然関連財務情報開示タスクフォース
*2 PBAF(Partnership for Biodiversity Accounting Financials)：金融向け生物多様性会計パートナーシップ

 製造業等を中心としてネイチャーフットプリントver.0の利用事例を積み上げていき、
今年度のうちにネイチャーフットプリントver.1を公表し、LCAソフトウェアに実装。

 国際的にも金融業界の投融資判断において生物多様性への配慮が求められる傾
向にあるなか、ネイチャーフットプリントの活用を進めるべく、金融機関との意見交換を
実施。

 TNFD事務局との対話やCOP30等での取組発信を通じて、ASEAN地域における
仲間づくりやネイチャーフットプリントの国際標準化を目指す。

 地域解像度をより細分化することで、これまでの画一的な評価手法とは異なり、
生物種や地域の特徴を詳細に反映できるため、日本国内の環境条件を踏まえ
た評価が可能となり、国内企業にとってもビジネスと自然の接点を正確に把握す
る機会となる。

 生態系サービスの量的な側面を考慮する必要性は長らく国際的に認識されてき
たところ、生物多様性と生態系サービスの双方に着目したネイチャーフットプリント
は技術的な優位性を有する。

そこで、現状の課題を解決するため、LCA*3の影響評価手法の一つであるLIMEを発展させつつ
企業の事業活動におけるサプライチェーン全体の環境負荷を“見える化”するネイチャーフットプリントを開発

今後の方針

▲生物多様性フットプリント手法開発においては
約7,000種を対象とした分析に基づく評価を行って

 グリッドスケールの被害係数を試算。 ▲ネイチャーフットプリントの概念図。

事業者向けの活用ガイダンスの公表

金融機関向けの活用ガイダンスの公表

事業者名：JX金属
評価内容：銅生産のライフサイクルのネイチャーフットプリントの評価
進捗状況：

事業者によるネイチャーフットプリント試行

• 銅生産が事業の中核となっていることを踏
まえ、銅生産のライフサイクルのネイチャー
フットプリント評価をする。

• 採掘～再生までの銅生産のライフサイク
ルのネイチャーフットプリント評価する。

• 評価の際は、なるべくLocationの情報
を含む一次データを利用する。

ネイチャーフットプリントの開発と実証事業 令和6年度 90百万円
令和7年度 120百万円
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自分の土地でない自然共生サイトに支援した際の“支援証明書”

自然共生サイト

企業等

金銭的・人的・
技術的支援

生
態
系
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
た

リ
ス
ク
軽
減
・
機
会
創
出
の
恩
恵
を
得
る

自然（大気・生息地・土地・鉱物・海洋・土壌・生物種・水等）

間接的貢献直接的貢献

自然共生サイトに係る
支援証明書の発行
支援活動が生物多様性の保全
に貢献したことを環境省が証明

環境省

環境省
R7より国土交通省
及び農林水産省も

自然共生サイト認定

活動が生物多様性の
保全に資することを国が認定

維持・回復・創出
投
資
家
・
金
融
機
関

関
心
ポ
イ
ン
ト

自社で土地を有する企業等は、その土地を自然共生サイトに申請・登録し、保全管理等の活動を通じて直接生物多様性の
保全に貢献することができるが、そうでない企業の場合は、地域でつながりのあるサイトや自社のバリューチェーンに関連するサ
イト等の取組を支援することが有用である。支援証明書は環境省の証明により、その有用性を示すことができるツールである。
TNFDでは、企業は、自然関連のリスク・機会に対し、負の影響を回避・低減した上で、自然の回復・再生に取り組むことが望ま

しいとされている。さらに、自然共生サイトへの支援を通じて、企業は自然の回復・再生への貢献を示すことで、ネイチャーポジ
ティブ経営への移行を市場に訴求することができると考えられる。

支援証明書
本格運用に向けたスケジュール

令和４年～令和６年
30by30に係るインセンティブ等
検討会において制度設計

令和６年９月～令和７年１月
支援証明書制度の試行

令和７年８月頃
支援証明書本格運用開始
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支援証明書（試行版）を取得した支援事例（大成建設⇒蒜山自然再生協議会）

支援の目的

支援概要

環境省によるマッチングの取り組みを契機として、蒜山自然再生協議会様と2024年11月に2030年度までの７年度間にわたる
連携協定を締結し、支援を開始。自然と共生する社会の実現に向けて、「蒜山高原鳩ヶ原草原及び周辺湿原」に残る良質な
自然環境の保全を目的としたサクラソウ保全地域等での湿地保全・再生や、茅の利用促進及び拡大に関する活動の支援など、
自然再生協議会様と連携した取り組みを進めている。

蒜山自然再生協議会との協定の締結 山焼きの様子（参考：過去の実施例）

茅の収穫風景（参考：過去の実施例）

希少動植物の例：サクラソウ

「蒜山高原鳩ヶ原草原及び周辺湿原」での自然再生活動への支援：
湿地のモニタリング（環境調査）に係る技術的支援及び山焼きの実施に係る人的支援等

発行された支援証明書（試行版）本紙

ネイチャーポジティブ経済移行戦略を具現化し、新たに生まれるビジネスチャンスの
促進とともにネイチャーポジティブ経済への移行と企業の成長を支援するため。

ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォーム （通称 「NPEプラットフォーム」）開設

①ビジネスマッチング

ネイチャーポジティブ経済に資する
技術を有する企業

ネイチャーポジティブ経営を目指す
企業・支援する企業・地域

互助・協業

NPEパートナーズ NPEソリューション・
パートナーズ

②プロジェクトマッチング
（共同プロジェクト）
様々なステークホルダーと手を組み、

新規事業の創出や共創の機会につなげます。

ビジネス機会の創出

企業

地域
自治体

スタート
アップ

アカデミア

プロジェクト
オーナー

③キャパビル支援

これまで実施してきた勉強会やワークショップ、ガ
イドの資料・動画を格納し、誰でもいつでもご覧
いただくことが可能です。
企業にとってESG人財の育成にもつながるよう
拡充を図ります。

お役立ちリンク集

ネイチャーポジティブ経済の移行へ

参加企業・プロジェクトオーナー募集中！→詳しくは NPEプラットフォーム をご覧ください
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/business/ 
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目次

 生物多様性条約、国内外の目標・計画

 30by30を核としたネイチャーポジティブ

 ネイチャーポジティブ経済

 民間企業等との協力（自然関連財務情報開示含む）

 ネイチャーポジティブを巡る最新の国際動向と課題
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2050年ビジョン
自然と共生する世界

2030年ミッション ⇒ いわゆるネイチャーポジティブ
自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる

（ゴールB） 
持続可能な利用

（ゴールC）
遺伝資源へのアク
セスと利益配分

(ABS)

（ゴールA）
保全

（ゴールD）
実施手段の確保

1： 空間計画の設定
2： 自然再生
3： 30by30
4： 種・遺伝子の保全
5： 生物採取の適正化
6： 外来種対策
7： 汚染防止・削減
8： 気候変動対策

14： 生物多様性の主流化
15： ビジネスの影響評価・開示
16： 持続可能な消費
17： バイオセーフティー
18： 有害補助金の特定・見直し
19： 資金の動員
20： 能力構築、技術移転
21： 知識へのアクセス強化
22： 女性、若者及び先住民の

参画確保
23： ジェンダー平等の確保

9：野生種の持続可能な利用
10：農林漁業の持続的管理
11：自然の調節機能の活用
12：緑地親水空間の確保

(1) 生物多様性への脅威
を減らす

(3)ツールと解決策(2) 人々のニーズを満たす

13：遺伝資源へのアクセスと
利益配分(ABS)

昆明・モントリオール生物多様性枠組

2030年ターゲット2050年ゴール

生物多様性に関する新たな世界目標
2050年ビジョンは愛知目標から引き継がれた「自然と共生する世界」
 いわゆるネイチャーポジティブの実現が2030年ミッション

昆明・モントリオール生物多様性枠組
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14.生物多様性の多様な価値を、政
策・方針、規制、計画、開発プロ
セス、貧困撲滅戦略、戦略的環境
アセスメント、環境インパクトア
セスメント及び必要に応じ国民勘
定に統合することを確保

15. 事業者（ビジネス）が、特に
大企業や金融機関等は確実に、生
物多様性に係るリスク、生物多様
性への依存や影響を評価・開示し、
持続可能な消費のために必要な情
報を提供するための措置を講じる

16.適切な情報により持続可能な消
費の選択を可能とし、食料廃棄の半
減、過剰消費の大幅な削減、廃棄物
発生の大幅削減等を通じて、グロー
バルフットプリントを削減
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生物多様性条約第16回締約国会議(CBD-COP16)の結果概要
2024年10月21日(月)～11月1日(金)（翌２日朝）

※ 次回COP17は2026年にアルメニア・エレバンで開催予定。
期間

ポイント
 生物多様性条約COPとしては過去最大規模の13,000人超が参加。
 日本政府代表団として、外務省、文部科学省、農林水産省、水産庁、経済産業省、

環境省から参加。ハイレベルセグメントには松澤裕・環境省地球環境審議官が出席。
 2022年12月の「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(GBF) 採択後初のCOP。

GBFの着実な実施に向けた具体的な仕組みや進め方について議論。
 遺伝資源のデジタル配列情報（DSI）の使用に係る利益配分に関する多国間メカニズムの大枠や、先住

民等の参画に関する補助機関の設置を決定。他方、GBF実施のための資源動員、GBFモニタリング枠組
等は、最終日に会合が中断され採択に至らず。再開会合の時期等は未定。

主な議題の概要
遺伝資源のデジタル配列情報（DSI）

COP15で設立が決定された多国間メカニズムに関し、DSIから利益を得る業界のDSI使用者が、利益などの一部
をグローバル基金※ に拠出することを締約国が促すこと等が決定された。拠出率や対象企業規模の目安は次回
COP17までの期間に更に検討される予定。 （※今次会合において「カリ基金」と呼ぶこととされた。）
 生物多様性保全のための資源動員、GBFモニタリング枠組等
GBFの実施に必要な資金を動員するための中期戦略、GBFの進捗を測るための指標を含むモニタリング枠組等に

ついては、いずれも採択に至らなかった。

 環境省から、生物多様性国家戦略改定や実施の経験、30by30目標実現の
ための自然共生サイトの認定、G7ネイチャーポジティブ経済アライアンス、外来
種対策、SATOYAMAイニシアティブなどの日本の取組を発信。

遺伝資源のデジタル配列情報（DSI: Digital Sequence Information）
の使用に係る利益配分に関する多国間メカニズム

 COP15で設立が決定されたDSIの使用に係る利益配分に関する多国間メカニズムについて、DSIから利
益を得る業界のDSI使用者が、利益などの一部をUNDPが管理するグローバル基金（カリ基金）に拠出
することを締約国が促すことや、それを生物多様性条約の目的のために使うこと等が決定された。

決定の概要

基金からの配分
 基金からの配分は、生物多様性条約の目的の実現、DSIに係る能力開発支援のために用いられる。
 基金の少なくとも半分は、先住民及び地域社会が指定する組織に直接的に、または政府を通じて配分さ

れる。また、一定の割合が、DSIの利用に係る途上国の技術開発支援のために配分される。
 COP17で決定される算定式等により、各国が特定する国内基金等に直接配分される。
 資金を受け取る国内基金等は、資金の使途に係る説明責任を有し、報告書を提供する。 63

基金への拠出
 DSIの使用者であって一定規模以上の者は、利益の１％又は売上の0.1％を目安として拠出（今後さら

に検討し、次回COP17において決定）
 対象企業規模の目安は、総資産、売上及び利益のうち２つ以上の過去３年間の平均値が、それぞれ

2000万米ドル、5000万米ドル、500万米ドルを超えること。（同上）
 DSIの使用者は、例えば、①医薬品、②健康食品、③化粧品、④動植物育種、⑤バイオテクノロジー、

⑥DSIの使用に係る実験機器、⑥DSIに係る情報・科学技術サービスの業種に属する者をいう。
 基金への拠出後は、受領書及び証明書が発行される。

生物多様性条約第16回締約国会議(CBD-COP16)再開会合の結果概要
日程等

ポイント
 2024年10月のCBD-COP16が中断されたことを受け、残された議題を議論するため開催。
 参加人数は約900名（うち締約国は574名）。サイドイベントはなく実務的な会合。
 資源動員・資金メカニズムは、2025年から2030年までの資源動員戦略フェーズII（2025-2030）、2030年以降に向けた資源動

員の枠組の運用のためのロードマップ等が決定。
 レビューメカニズム・モニタリング枠組は、GBFの実施をモニタリングするための枠組（指標を含む）並びにCOP17及びCOP19で実施が

予定されるグローバルレビューの仕組みが決定。
 残された全ての議題について審議が終了し、CBD-COP16は正式に閉幕。
 DSIの使用に係る利益配分に関する多国間メカニズムにかかる「カリ基金」について、メディア向けイベントにおいて基金の設立が発表され

た。

日時：2025年２月25日(火)～２月27日(木)
場所：国連食糧農業機関（FAO）本部（イタリア・ローマ）
議長：スサナ・ムハマド コロンビア環境・持続可能な開発大臣
議題：モニタリング枠組 、レビューメカニズム、資源動員、資金メカニズム、

他条約及び国際機関との協力、COPの多年度作業計画、組織的事項 等

6

CBD-COP16再開会合の様子
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自然資本を巡る奪い合いと評価における課題
各国は自国の自然資本を自国のルールに従って開発する主権的権利を有するが、そこから発生
する生態系サービスについては世界各国（とくに先進国）に対価を求める傾向が高まっている

つまり、自然資本の権利の主張・奪い合いが強まる傾向にある

自然資本のクレジット・アセット化の国際的な統一化・共通の市場化を
見越してそのルールが適切なものになるように誘導していく必要がある

自然資本（水、鉱物、森林等）の利用に関する新たなデューデリジェンス対
応が求められる社会に移行し、例えば水リスクが高い地域での生産活動（投
資）が避けられる傾向になることが考えられる
現在、水リスクの評価についてデファクトスタンダートとしてWRI※のツールが使わ
れているが、そこではインフラ（ダム・水道）の効果が十分に反映されていない
等の原因で日本の水リスクが過大評価されている

（日本の）稲作は、水田に水を張っている場合メタンを出しやすく、また水資
源を沢山使い、単作のパターンが多いことから、環境に悪い農法と捉える意見
も、海外にはある

WRI 
AQUEDUCT 4.0

※米国の重要なルールメイカーである研究非営利組織

場合によっては、金融市場から各企業への評価において、日本の取組が適正に評価されずグ
ローバルなバリューチェーンから排除されるおそれがある 66

日本の消費がサプライチェーンを通じ
てIUCNの絶滅危惧種の生息地にど
う影響を及ぼしているかのヒートマップ

ASEANの熱帯雨林地域などへの影
響が大きく見られる

自然資本への依存・影響評価における課題

出典：Daniel Moran and Keiichiro Kanemoto : Identifying species threat hotspots 
from global supply chains, nature ecology & evolution, VOL1, JANUARY 2017

日本の生態系サービス
の過剰利用・過小利
用のアンケート結果

生物多様性損失及び
保全に対する各国の貢
献度合いを示したもの

国レベル・企業レベルの双方で自然資本への依
存・影響を適切に評価し、海外諸国におけるバ
リューチェーンも含め改善していく意義がある

出典：Tomoi et l. (2022)

出典：Ohsawa et al. (2019)

日本の自然資本に
は余り依存していな
い（漁業除く）

日本は保全への貢
献も大きいが損失へ
の寄与度も世界最
大と見られる

日本は海外の自然資本に大きく
影響を与えながら依存もしている

63
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生物多様性クレジットに関する国際諮問パネル（IAPB）

 IAPB（生物多様性クレジットに関する国際諮問パネ
ル）は、信頼性の高い生物多様性クレジット市場を発
展させることを目的として、「生物多様性クレジット
市場の健全性を高めるためのフレームワーク※１」
を公表。

 この中で、ハイレベル原則※2および、市場関係者等向
けの運用ガイダンスが発表された。

 IAPBでは、コンプライアンスクレジットだけをターゲットと
しておらず、ボランタリークレジットもターゲットに含めて、
生物多様性クレジットについて右記の３つの利用目的
を提示している。

67

生物多様性クレジットの利用目的

①自然目標へのエビデンスに基づく
貢献

②生物多様性影響の現地でのオフ
セット

③サプライチェーン内でのインセット

※1 Framework for high integrity biodiversity credit markets
※2 High-Level Principles

生物多様性の価値評価をさらに進めると、その先に価値取引があり得る
【生物多様性オフセット】

現
場
で
の
ミ
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
の

実
施

等

【バンキング】
＝創出した価値を事前に蓄積し、オフセット
に活用（売買もあれば、自ら利用も）

買い手売り手

保全地域

一部

管理

費用

【サプライチェーン・インセッティング】

保全地域

一部

生産地もしくは周辺地域での
直接的保全介入

オフセット用途

【クレジット】
＝環境価値を定量化し、取引可能と
したもの

サプライチェーン・イン
セッティング、貢献用途

その他用途・・・

【貢献型】

売り手

保全

保全地域

買い手

生物多様性保全行為にクレジットが発行
→企業や個人が、自らの生物多様性目標や
ESG戦略に沿ってこれらのクレジットを購入
→クレジット購入による資金が、生物多様性
の保全プロジェクトや関連活動に投入

生物多様性クレジット制度の検討状況

国名 利用事例 構築・実施状況 市場の種類

オーストラリア 貢献（生物多様性証明書） 2025年初頭に予定 任意

ブラジル 貢献 州レベルで予定（パラナ州） 任意

カナダ 貢献（生物多様性証明書） 運用中（パイロット版） 任意

中国 貢献 予定（2024年NBSAPで発表）

コロンビア 補償（ハビタット・バンキング） 運用中 コンプライアンスと任意

フランス 補償、貢献として使用可能 制定 コンプライアンスと任意

ガボン 補償（生物多様性クレジット付き生息地バン
キング）

制定（自主的な取組を模索中） コンプライアンス（任意を模索中）

ドイツ 補償（ハビタット・バンキング） 運用中 コンプライアンス

インド 貢献・グリーンクレジットプログラム 運用中 原則任意（植林は除外）

ニュージーランド 貢献 計画中（2023年に協議） 任意

フィリピン 貢献（生物多様性クレジット） ガイドライン発行予定

UK（イングランドのみ） 補償、ネットゲイン 運用中 コンプライアンスと任意

USA 補償（ハビタット・バンキング） 運用中 コンプライアンスと任意 69

生物多様性クレジット制度に関する各国の検討状況について、IAPB（International Advisory Panel on Biodiversity 
Credits）の公表資料をもとに整理した。
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国際ルールメイキングの勝ち筋の検討・打ち込み ネイチャーポジティブの実現に向けて、今後生じうるルール形成・市場創造に対応するため、生物多様性や水資源の領域において、自然資本の測定や価値評
価の手法検討、技術開発を促進するための戦略策定を実施。

 ルール形成において基盤となる攻めの戦略・守りの戦略を策定することに加え、市場創造に必要な①“価値づけがなされていない自然資本”への価値づけや
②研究開発等を通じた様々な技術の標準化に関するルール形成に参画。

自然共生社会型ネイチャーポジティブ標準
化のための戦略策定と実証 (55百万円)
東北大学、いであ、国立環境研究所等
「自然と共生する社会」を目指すにあたり、
その実現度合いを評価するために必要な
データインフラやモデルはまだ存在せず、ネイ
チャーポジティブな取組が金銭的価値につ
ながらない。
ネイチャーポジティブに係るデータ基盤の整
備(観測技術、モデリングの活用)やその取
組を定量評価するための手法を考案。
NPI*1のSoNM*2等の既存スキームとの
比較やISO等への打ち込みを含む国際標
準化を検討。

日本企業がウォーターポジティブ国際市場
をリードする戦略策定と実証 (44百万円)
東京大学、日本工営、サントリーHD等
ウォーターポジティブの実現に向けて、流域
全体での水資源の保全・管理が求められ
ているなか、欧米主導の評価指標ではアジ
ア地域特有の人的介入による管理の有効
性が反映されていない。
流域内のステークホルダーごとの水循環へ
の貢献度を可視化するツールの開発及び
取組の貨幣価値変換の手法を考案。
水リスク評価指標のデファクトスタンダードで
あるBWS*3のアジア地域適用の課題、課
題解決となる指標をSBTN*4に提案。

横断基盤WG 生物多様性WG 水WG

*3 Baseline Water Stress：Aqueductで採用されている国際的に認知の高い水資源リスク評価指標
*4 Science Based Target for Nature：企業や都市が科学に基づいて自然関連目標を設定することを促すフレームワーク

攻め 守り

*1 Nature Positive Initiative：「ネイチャーポジティブ」の定義を含め、ネイチャーポジティブの在り方を検討する組織
*2 State of Nature Metrics：NPIが提案した生物多様性の状態に関する測定フレームワークを提供することを目的とした指標

事業名

体制

背景

内容

打込み

事業名

体制

背景

内容

打込み

自然資本を経済システムの中で扱うための
国際ルール形成への参画 (55百万円)
東京大学、王子HD、住友林業等
土地管理者や金融機関等の当該者の自
然資本に対する価値認識の変化や自発
的アプローチは散発的に存在するが、経済
システムの変革にはマーケットインフラの構
成要因全体をシフトさせる必要がある。
市場での価値づけに影響を与えるマーケッ
トインフラを特定し、必要な変化の方向性
を提示し、国際的な連携体制の下、アドボ
カシー活動に取り組む。
COP等でのセミナー開催やIFRSやPBAF
との対話を実施。

事業名

体制

背景

内容

打込み

① “価値づけがなされていない自然資本”への価値づけ
ネイチャーポジティブ市場の最大のステークホルダー：自然資本保持者

林業

日本が影響を持ち得る分野

鉱工業

農業・食品

国内主要4社(王子HD, 住友林業、三井物産、
丸紅)の国内・海外合わせた森林の公共的価値
の潜的価値は10兆円/年程度

海外資源メジャー5社の影響力大

Nestle, Unilever等が主導、
日本企業はほぼ調達のみ

林業・漁業を対象に
森林被覆率が高く海洋に囲
まれた島国である日本ならで
はの自然資本である漁業、
林業をネイチャーファイナンス
を通じ価値づけ、企業価値
の向上、関連技術を国際展
開

海洋空間・漁業資源の
活用

土地空間・森林資源の
活用

特定技術戦略レベル

〇地球観測衛星等を活用したリ
モートセンシングと環境DNA測定に
よる生物多様性データのマルチス
ケールデータモデリングと標準化

セクター／
資源・空間レベル

水資源の活用

〇水ストレスモデルの標準化
〇ウォーターポジティブを通じた海水淡水化技
術の実装と産業誘致戦略

〇洋上風力発電と藻場再生の組み合わせと海
洋データモデリングの標準化漁業 SeaBOS8社のうち2社が日本企業

環境DNAデータベース
ANEMONE等のノウハウ・優位
性あり

地球観測衛星のような精緻
な計測技術に優位性あり

日本の近海にあ
る広大な海洋空
間の活用

国内外でオーバーユース、
NP化ニーズが高い

国内でアンダーユース、
潜的価値が大きい

陸地にも水資源が潤
沢にあり、適正に評価・
活用の余地あり

② 研究開発等を通じた様々な技術の標準化

攻め

守り

WRI AQUEDUCT 3.0による我が国の水資源リスク評価例

デファクトモデル

ネイチャーポジティブの実現に向けた国際ルール形成と市場創造 令和6年度 200百万円
令和7年度 178百万円

東京大学・国立環境研究所

新指標
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ネイチャーポジティブ経済に関わる主な国際的組織

Business for Nature
影響力のある組織や未来志向
の企業が結集した国際的連合
体であり、各国政府に自然破壊
の回復を求める企業行動を促す
企業の声を届けている。

Nature Action 100
投資家グループが設立。生物多様
性に関する企業行動のビジョンを明
確にすることを目的としている。

Nature Positive Initiative
自然保護団体、研究所、ビジネス及
び金融連合27団体が設立。「ネイ
チャー・ポジティブ」の定義、完全性、
使用に関する調整を推進している。

生物多様性及び生態系サービスに関する
政府間科学-政策プラットフォーム (IPBES)

生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価し、
科学と政策のつながりを強化する政府間組織。気候変動の
IPCCのネイチャー版。 「科学的評価」、「能力養成」、「知見生
成」、「政策立案支援」の４つの機能を活動の柱としている。

生物多様性条約 (CBD)
「生物多様性の保全」「生物多様性の構成要素の持続可
能な利用」「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡
平な配分」を目的としている。1993年発効。

世界経済フォーラム(WEF)
官民両セクターの協力を通じて
世界情勢の改善に取り組む国
際機関。政界、ビジネス界、及
び社会におけるその他の主要な
リーダーと連携し、世界、地域、
産業のアジェンダ(「自然と経済」
を含む)を形成している。

持続可能な発展のための世
界経済人会議 (WBCSD)
200を超える世界の大手企業か
らなる、CEOが率いるコミュニティ。
「ネット・ゼロ」、「ネイチャーポジ
ティブ」、「格差のない将来」に必
要とされるシステム変革を加速さ
せるために協働している。

自然関連財務情報開示タスクフォース (TNFD)
企業や金融機関が自然への依存度や影響を評価、管理、
報告するための民主導の枠組。自然関連のリスクの測定・
公表により、世界の資金フローを自然環境に対してポジティ
ブにしていくことを目指している。

国際自然保護連合 (IUCN)
自然及び天然資源の保全に関わる国家、政府
機関、国内及び国際的非政府機関の連合体。
全地球的な野生生物の保護、自然環境・天然
資源の保全の分野で専門家による調査研究を
行い、関係各方面への勧告・助言、開発途上地
域に対する支援等を実施している。

Partnership for 
Biodiversity Accounting 
Financials (PBAF)
金融セクターにおける生物多様性の
影響と依存性評価の基礎となる一
連の世界的に調和された原則(要
件と推奨事項)「PBAFスタンダード」
と関連するガイダンスの策定を目的と
している。

Science Based Targets Network
国際的な45以上の組織で構成。生物多様性、気候、淡
水、土地、海洋といった自然のあらゆる側面を対象に統合し
たSBTs for Natureの開発を通じ、企業等が科学的な知
見に基づいた目標設定ができるよう支援している。

国際サステナビリティ基準審査会 (ISSB)
投資家と金融市場のニーズに焦点を当てた、高品質で包
括的なサステナビリティ開示の世界的なベースラインとなる基
準を策定している。

ISO TC331
ISOの専門委員会であり、
生物多様性分野の標準
化を進めている。

Global Reporting Initiative (GRI)
組織が経済・環境・社会に与える多様なインパクトについて
情報提供する際の、国際的なベストプラクティスを反映した
規準を策定している。

Finance for Biodiversity 
Foundation (FfB)

署名金融機関やパートナー団体へ
の貢献のため、ワーキンググループ(企
業エンゲージメント、影響評価、公
共政策アドボカシー、目標設定)を
通じた金融機関間の行動喚起と協
力を支援を目的としている。

気候変動リスクに係る金融当局
ネットワーク (NGFS)

気候変動リスクへの金融監督上の
対応を検討するための中央銀行及
び金融監督当局の国際的なネット
ワーク。金融セクターにおける環境
(自然を含む)・気候リスク管理の発
展や、持続可能な経済への移行を
金融面からサポートすることを目的と
している。

CDP
投資家の要請を集約し、企業に環境情報の開示を促すた
めの、 世界規模の情報開示システムを運営している。

ビジネス 金融

推進

支援

支援

推進

開示
要請

開示
要請

参画 参画

開示基準
の提示

開示
枠組み
提示

連携

整合

連携

連携

参画
エンゲー
ジメント

評価
支援

評価
支援

移行
支援

目標整合
科学的支援

目標設定
枠組み提示

ビジネス
アセスメント
(進行中)

規格発効 (予定)

開示基準
の提示

開示基準
の提示

開示基準
の提示

目標設定
枠組み提示

開示
枠組み
提示
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今後のネイチャーポジティブ経済に係る取組

ネイチャーポジティブ経済移行戦略（2024年3月）に基づいて2025年度早期に取りまとめ予定のロ
ードマップ（2025-2030年）では、NPな経済・社会への転換に向けて、自然資本保全の取組を企
業の価値向上に結び付けるべく、以下の３視点で今後の施策を整理予定

自然関連領域の国際ルールメ
イキング、

国際競争力強化
① 自然資本の価値づけに関するルールメイキングに資す
る技術（ネイチャーフットプリント、地球観測衛星や環
境DNAを活用したモデリング技術）の国際標準化

② 国際的なデファクトモデルにより我が国がネガティブな
評価を被る分野（水ストレス等）への新たなモデル
の開発・標準化

NPな地域づくりで企業と地域
の価値向上

① 生物多様性価値評価・取引制度の検討開始予定
② 生物多様性・自然資本の価値の見える化に必要
な自然情報に関するデータ基盤の充実

③ 自然関連財務開示の支援、調達・投融資等に
おけるNP配慮指針（仮称）の検討等を通じた
ネイチャーファイナンスの拡大

NP経営実践拡大・深化に向け
た自然資本価値可視化、

情報開示促進

視点１ 視点３視点２

① 地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」
の認定促進等を通じて、地域の生物多様性・自然
資本の価値向上を図り、地方創生

② 自然資本の提供側・消費側が参画した広範な関係
者間で、自然資本を活用した経済的価値を地域内
で創出・分配する、面的にNPな地域づくりを実践す
る先行事例創出
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さいごに
生物多様性・自然資本は劣化・減少傾向にある

各国は自国の資源をその環境政策に従って開発する権利を有するが、その資源から発生する生
態系サービス（遺伝資源や、そのデジタル配列情報DSIも含む）については世界各国（とくに
先進国）に対価を求める傾向が高まっている

EUのような先進国は、環境規制・対策を先行的に進めながら、国際市場競争力の確保も表裏
一体で進めている

日本は海外の自然資本に大きく影響を与えながら依存しており、今後ますます競争が激しくなり
、また厳しくなる国際ルールの中で、生物多様性・自然資本の確保をしていくとともに、世界に対
してネイチャーポジティブなビジネスや技術を提供していく意義・余地も高まっている

ネイチャーポジティブ経済への移行においては、単なるコストアップだけではなく、オポチュニティー（
ビジネスチャンス）もあり、こうした動き（ネイチャーポジティブ経営）を進める企業について、情報
開示等も参考にして、投資していくことが、今後一層社会的に重視されていく可能性が高い

ご清聴ありがとうございました。

75

ネイチャーポジティブ宣言～取組の第一歩として～

狙い
 機運醸成
 組織としての大方針の決定
（戦略・計画等策定の前段階）

これまでやってきたCO2削減や資源循環は

何のためだった？

じゃあ今後はどうする？

再確認にも！

2030生物多様性枠組実現日本会議（通称J-GBF、会
長：十倉経団連会長、事務局：環境省）にて、
「ネイチャーポジティブに向けた宣言」を募集中。
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（抄）

参考資料3-2　第2回講演会　山野講師　スライド（抄）
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（略）

（略）

（略）
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参考資料3-3　第3回講演会　宮本講師　スライド
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